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＊本資料内の単価等は、すべて案であり、市会での予算議決等を経て確定します。

  あらかじめご了承ください。



資格証・免許状の提出について 

 
 雇用状況表に記載の有資格者については、給付担当へ資格証・免許状を提出していただ

く必要があります。また、資格証・免許状の登録年月日や授与年月日以前の期間は原則、

有資格者として雇用状況表に記載することはできません のでご注意ください。 
  
１ 提出日 

  令和２年４月３日（令和２年４月１日に在籍する職員について） 
  ※年度途中で新しく雇用、又は配属する職員については、その職員が記載された最初

の「雇用状況表」の提出までに送付をお願いいたします。 
  ※令和元年度以前に在籍しており、既に資格証・免許状が提出済みの職員については、

提出は不要です。 
   
２ 提出が必要な資格証・免許状 

  職種別に必要書類の提出をお願いします。 ※＜別表-職種別必要書類＞を参照 
 
３ 幼稚園教諭免許状について 

  幼稚園教諭免許状は、保育士証と異なり、有効期間又は修了確認期間が定められてい 
ます。幼稚園教職員として 配置基準に含めるためには必要に応じて更新手続きを行い、

有効な免許を所持している必要があります。 
 ※平成 21 年４月１日より教員免許更新制が導入されており、平成 21 年４月１日以降

に授与された免許状（新免許状）には有効期限が定められています。平成 21 年３月 31
日以前に授与された免許状（旧免許状）には生年月日別に修了確認期限が定められてお

り、更新には更新講習の受講等の手続きが必要になります。 
 
＜参考＞ 新旧免許状と有効期間・修了確認期限について 

所持免許状 有効期間・修了確認期限

新免許状のみ
H21.4.1以降授与

有効期間が免許状に記載
※有効期間は授与資格を得てから10年間になります。
※平成29年度に有効期限を迎える方はいません。（最も早い方で平成31年度）

旧免許状あり
（新免許状所持の場合
も含む）
H21.3.31以前に授与

生年月日別に修了確認期限が設定されており、現職の教員については一定の期間内に
更新講習を受講し、更新手続きを行う必要があります。

※更新講習を受講し、更新手続きが完了した方については、幼稚園免許状と併せて更新
講習修了確認証明書の提出をお願いします。

 

  原則は上記の取扱ですが、一定の条件下で上記取扱いとは異なるケースもございます。 
 詳しい内容は以下をご参照ください。 
 【参考】 
 『文部科学省 教員の免許に関するページ』 http://www.mext.go.jp/a_menu/01_h.htm 
 『神奈川県 教員免許に関するページ』 http://www.pref.kanagawa.jp/life/3/10/61/ 
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４ 子育て支援員研修について 

  小規模保育事業Ｂ型に勤務する「保育士資格のない保育従事者」及び小規模保育事業

Ｃ型・家庭的保育事業に勤務する「家庭的保育者及び家庭的保育補助者」については、

子育て支援員研修（平成 27年度以前は家庭的保育基礎研修）受講修了が必要となります

ので、受講修了証の提出をお願いします。 

 ※受講修了日の翌日より配置基準に含まれる職員として勤務が可能です。 

 

＜別表-職種別必要書類＞ 

職種 必要書類 備考 
管理者 
（小規模

保育事業

及び事業

所内保育

事業のみ） 

①対象職員の履歴書 

②研修等受講修了書 
①か②のどちらかを提出 

※①については、児童福祉事業等に２年以上従事

したことがわかるもの 

※管理者が変更になった場合は、再度提出をお願

いします。 

保育士 保育士証 
※国家戦略特別区域限定保育

士証を含む 

・登録年月日より保育士として勤務可能 
・保母資格証明書、保育士資格証明書、試験合格

通知書、指定保育士養成施設卒業見込証明書、保

育士登録済通知書は保育士証等の代わりとはなり

ません。 
・新卒や保育士試験合格者について、雇用状況表

に記載の時点で保育士証が申請中の方は、「保育士

登録済通知書」等をご提出いただき、保育士証が

到着次第、保育士証の提出をお願いします。 

看護師 
（准看護師） 

看護師免許証明 
（准看護師免許証） 

・登録年月日より看護師（准看護師）勤務可能 

栄養士 栄養士免許証 
（管理栄養士免許証） 

・免許証記載年月日より栄養士（管理栄養士）と

して勤務可能 

保健師 保健師免許証 ・免許証記載年月日より保健師として勤務可能 

幼稚園教諭 幼稚園教諭１種（２種）

免許状 
※修了確認期限が過ぎている

場合は更新講習修了確認証明

書も提出 

・幼稚園教諭免許状については、「３ 免許状につ

いて」をご確認ください。 
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＜雇用状況表記載の注意点＞ 

 

有資格者としての雇用状況表への記載は、該当月１日以前の登録年月日・授与年月日とな

っている資格証・免許状を有する職員が対象となります。 
【例】保育士（登録年月日：令和２年４月 10日） 
  ＜保育士として雇用状況表へ記載＞※雇用状況表は該当月１日の状態を記載 
    令和２年４月分    ⇒× 
    令和２年５月分以降 ⇒〇 
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○：加算　●減算

小
規
模
・
事
業
所
内
Ａ
型

小
規
模
Ｂ
型

小
規
模
Ｃ
型

家
庭
的

公定価格 保育士比率向上加算 ○ - -

公定価格 資格保有者加算 ○ ○ - -

公定価格 家庭的保育補助者加算 ○ 家庭的保育補助者（補助員）雇用実績報告書 請求月分の請求書提出時に添付

公定価格 家庭的保育支援加算 ○
履歴書
支援の内容等が確認できるもの（写）

加算適用申請を行う当月15日まで

公定価格 障害児保育加算 ○ ○ ○ ○
障害児保育対象児童等加配区分認定（変更）通
知書（写）

加算適用申請を行う当月15日まで

休日保育実施兼加算適用届出書（写） 加算適用申請を行う当月15日まで

休日保育利用児童実績報告書（写） 請求月分の請求書提出時に添付

公定価格 減価償却費加算 ○ ○ ○ ○ 建物を整備又は取得する際の契約書類（写） 加算適用申請を行う当月15日まで

公定価格 賃借料加算 ○ ○ ○ ○ 賃貸借契約書（写） 加算適用申請を行う当月15日まで

公定価格
管理者を配置していない場
合

● ● ● - 調整適用申請を行う当月15日まで

公定価格
連携施設を設定しない場
合（減算項目）

● ● ● ● - -

公定価格

食事の提供について自園
調理又は連携施設等から
搬入以外の方法による場
合（減算項目）

● ● ● ● - -

公定価格
土曜日に閉所する場合（減
算項目）

● ● ● ●

★土曜日共同保育年間計画書（届出・変更）
（写）
※土曜日による共同保育を行うため、減算とな
らない日がある施設のみ

調整適用申請を行う当月15日まで

公定価格
定員を恒常的に超過する
場合

● ● ● - -

公定価格 冷暖房費加算 ○ ○ ○ ○ - -

施設機能強化推進費加算申請書
申請製品がわかるカタログ、パンフレット等（写）

令和２年12月末日まで

施設機能強化推進費加算報告書
取組みに要した経費がわかる領収書（写）等

令和3年３月16日まで

第三者評価受審加算申請書 令和２年12月末日まで

第三者評価受審加算報告書
受審費用の支払いに係る領収書（写）

令和3年３月16日まで

向上支援費
保育者業務支援事業費助
成

○ ○ ○ ○ - -

向上支援費 食育推進助成 ○ ○ ○ ○ - -

向上支援費 食育推進助成（休日） ○ ○ 休日保育実施兼加算適用届出書（写） 加算適用申請を行う当月15日まで

向上支援費 アレルギー児童対応費 ○ ○ ○ ○ ★アレルギー児童数報告書（写）
加算適用申請を行う当月15日まで
※令和２年４月分は、４月末まで

加算適用申請を行う当月15日まで
★加算対象者の雇用契約書（写）
※「配置」を適用する場合のみ

対象施設

挙証資料 提出時期

○○

○ ○

※挙証資料一覧の中には、資格証、免許状及び基礎・認定研修等受講終了証は含みません。
※★がついている挙証資料につきましては、令和元年度に提出し、内容に変更がない場合でも、令和
２年度に再度ご提出（初めて加算適用申請を行う月の15日まで）をお願いします。

挙証資料一覧

公定価格 栄養管理加算

施設機能強化推進費加算公定価格

加算種別 加算項目

公定価格 休日保育加算

○○○○

○○

○○○○第三者評価受審加算公定価格
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対象施設

挙証資料 提出時期

※挙証資料一覧の中には、資格証、免許状及び基礎・認定研修等受講終了証は含みません。
※★がついている挙証資料につきましては、令和元年度に提出し、内容に変更がない場合でも、令和
２年度に再度ご提出（初めて加算適用申請を行う月の15日まで）をお願いします。

挙証資料一覧

加算種別 加算項目

向上支援費 産休等代替職員雇用費 ○ ○ ○

・産休等代替職員雇用費実績報告書
・産休等職員の賃金の全額を支給することがわ
かる就業規則又は労働契約書（写）
・産休等職員の雇用契約書（写）
・産休等職員の妊娠証明書、医師の診断書又
は母子健康手帳（写）
・出産日を証する書類（写）
・産休等職員の休業期間中に賃金を全額支
払ったことがわかるもの（写）

加算適用申請を行う当月15日まで

向上支援費 障害児等受入加算 ○ ○ ○ ○
障害児保育対象児童等加配区分認定（変更）通
知書（写）

加算適用申請を行う当月15日まで

向上支援費 障害児等受入加算（休日） ○ ○
障害児保育対象児童等加配区分認定（変更）通
知書（写）
休日保育利用児童報告書（写）

加算適用申請を行う当月15日まで

向上支援費 被虐待児童対応費 ○ ○ ○
被虐待児保育教育対象児童認定（変更）決定通
知書（写）

加算適用申請を行う当月15日まで

向上支援費 看護職雇用加算 ○ ○ - -

向上支援費 保育士等雇用対策費 ○ ○ ○ ○ - -

向上支援費 補助員雇用費 ○ ○
家庭的保育補助者（補助員）雇用実績報告書
（第６号様式）
※家庭的保育事業のみ

-

向上支援費
家庭的保育者１名分加配
加算

○ - -

向上支援費
安全な保育を実施するた
めの職員雇用費

○ ○ - -

第三者評価受審加算申請書 令和２年12月末日まで

第三者評価受審加算報告書
受審費用の支払いに係る領収書（写）

令和３年３月16日まで

延長保育事業費 延長保育実施加算（平日） ○ ○ ○ ○ - -

延長保育事業費 延長保育実施加算（土曜） ○ ○ ○ ○ - -

延長保育事業費 延長保育従事職員雇用費 ○ ○ ○ ○ - -

延長保育事業費 調理人雇用費 ○ ○ ○ ○ - -

延長保育事業費 延長保育障害児等受入加算 ○ ○ ○ ○ - -

延長保育事業費 延長保育ＡＢ階層減免費 ○ ○ ○ ○ ＡＢ階層減免費内訳報告書 請求月分の請求書提出時に添付

延長保育事業費 延長保育実施加算（休日） ○ ○ 休日保育実施兼加算適用届出書（写） 加算適用申請を行う当月15日

延長保育事業費 調理人雇用費（休日） ○ ○ 休日保育実施兼加算適用届出書（写） 加算適用申請を行う当月15日

延長保育事業費
延長保育障害児等受入加
算（休日）

○ ○
休日保育実施兼加算適用届出書（写）
休日保育利用児童報告書

加算適用申請を行う当月15日

延長保育事業費
延長保育ＡＢ階層減免費
（休日）

○ ○
ＡＢ階層減免費内訳報告書
休日保育利用児童報告書

加算適用申請を行う当月15日

その他 補足給付 ○ ○ ○ ○
補足給付確認書
補足給付対象物品を購入した際の業者からの
領収書等（写）

加算適用申請を行う当月15日まで

向上支援費 第三者評価受審費助成 ○ ○ ○ ○
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１ 公定価格について 

 

 本資料内の単価等は、すべて案となっております。市会での予算議決等を経て確定しま

すので、あらかじめご了承ください。 

 

 公定価格には基本分単価のほか、各事業所からの申請に基づき市が認定する加算があり

ますので、各項目について確認し、申請に必要な様式の作成と要件確認のための挙証資料

の準備・作成等をお願いします。 

 

＜令和２年度の変更点について＞ 

各加算の変更点については別紙をご覧ください。 

（１）人事院勧告を受けての単価改定 

 令和元年度の人事院勧告による国家公務員給与の改定を受けて、人件費に係る助成

単価（基本分単価、処遇改善等加算Ⅰなど）が増額しました。単価変更の趣旨をご理

解いただき、職員給与への反映をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公定価格の各加算の単価については、本資料に掲載の 

【参考資料】公定価格単価表案（令和２年度単価案） 

でご確認ください。 
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Ⅰ 地域区分等 

１ 地域区分 

  事業所の所在する地域（市町村）に応じて８区分設定されています。 

  横浜市は、16/100 地域  が適用されます。 
 

２ 定員区分 

事業所の利用定員に応じて区分設定されており、利用定員（※）の合計人数に応じた

区分を適用します。 

【小規模保育事業Ａ型・Ｂ型、小規模型事業所内保育事業】 

事業所の利用定員に応じて２区分設定 

  

【小規模保育事業Ｃ型】 

事業所の利用定員に応じて２区分設定 

(※)利用定員：給付対象とする利用者の定員。認可定員と一致することを基本とする。 

  認可定員：施設・設備や職員配置等に基づく定員 
 

３ 認定区分 

  利用子どもの認定区分に応じて区分を適用します。（３号のみ） 

 

４ 年齢区分（小規模保育事業Ｃ型は除く） 

 利用子どもの満年齢に応じて２区分（１～２歳児、乳児）を適用としますが、運用上、

年度初日の前日における満年齢に基づき区分します。（公定価格単価表調整額欄（（注）

の欄）に定める額が適用） 

そのため､利用調整のクラス年齢同様､年度の途中で誕生日を迎えた場合でも､年度初

日の前日の満年齢の区分を適用しますので、年度内に年齢区分の単価変更は生じません。 

５ 保育必要量区分 

  利用子どもの保育必要量に応じた区分を適用します。 

（保育標準時間認定（11時間）、保育短時間認定（８時間）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６～１２人 １３～１９人 

６～１０人 １１～１５人 
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Ⅱ 基本部分 

 

６ 基本分単価 

 

 （１）額の算定 

「地域区分等」に応じた子ども１人当たりの月額単価で単価表に定められた額です。 

基本分単価には次の内容が含まれます。また、職員の管理費や子どものための保育

費用も基本分単価に含まれます。 

基本分単価において、充足すべき職員数を満たしたうえで、それぞれの加算等にお

いて求める職員数を充足することが必要です。 

 

  ＜基本分単価に含まれる項目＞ 

区分 内容 

事
務
費 

人
件
費
（
注
） 

(1)常勤職員給与 

 ①本俸、特別給与改善費、特殊業務手当 

 ②諸手当（扶養手当、地域手当、期末勤勉手当、管理職手当、超過勤務手

当、住居手当、通勤手当等） 

 ③社会保険料事業主負担金等（健康保険、厚生年金、労働保険等） 

(2)非常勤職員雇上費 

 ①嘱託医、嘱託歯科医手当 

 ②非常勤職員雇上費（保育士、保育従事者、事務職員、調理員） 

 ③年休代替要員費 

 ④研修代替要員費 

管
理
費 

＜職員の数に比例して積算しているもの＞ 

 旅費、庁費、職員研修費、被服費、職員健康管理費、業務省力化等勤務条

件改善費 

＜子どもの数に比例して積算しているもの＞ 

 保健衛生費 

＜１事業所当たりの費用として積算しているもの＞ 

 補修費、特別管理費、苦情解決対策費、連携施設経費 

事業費 ＜生活諸費＞ 

 一般生活費（給食材料費＊、保育材料費等） ＊主食費、副食費 
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（２）基本分単価に含まれる職員構成 

基本分単価に含まれる職員構成は以下のとおりであることから、これを充足してく

ださい。 

（ア）保育従事者 

基本分単価における必要保育従事者数は以下の数であること。 

ⅰ 年齢別配置基準 

【小規模保育事業Ａ型、小規模事業所内保育事業Ａ型】 

１、２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人、左記に加えて１人 

上記はすべて保育士であること。（注）確認に当たっては以下の算式によること。 

＜算式＞ 

｛１、２歳児数×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛乳児数×

1/3（同）｝＋１＝配置基準上保育士数（小数点以下四捨五入） 

     

【小規模保育事業Ｂ型】 

１、２歳児６人につき１人、乳児３人につき１人、左記に加えて１人 

上記のうち、２／３以上は保育士であること。それ以外の保育士資格のない保育従事者は、 

｢家庭的保育基礎研修｣又は｢子育て支援員研修｣の受講修了者であること。 

(注)確認に当たっては以下の算式１(保育従事者数)、算式２(保育士数)によること。 

 

＜算式１＞ 

｛１、２歳児数×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切り捨て））｝＋｛乳児数×

1/3（同）｝＋１＝配置基準上保育従事者数（小数点以下四捨五入） 

 

＜算式２＞ 

配置基準上保育従事者数×2/3＝配置基準上保育士数（小数点以下切り上げ） 

     

【小規模保育事業Ｃ型】 

家庭的保育者及び家庭的保育補助者 

子ども３人につき家庭的保育者１人（家庭的保育補助者を配置する場合は子ども５人） 

※家庭的保育者及び家庭的保育補助者は、保育士資格の有無に関わらず、「家庭的保育基礎研

修」又は「子育て支援員研修」の受講修了者であること。 

 
ⅱ その他 
ａ 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する事業所については非常勤保育従事者１人（小規模

保育事業Ａ型にあっては保育士） 
ｂ 上記ⅰの保育従事者１人当たり、研修代替保育従事者として年間３日分の費用を算定（注） 

（注）当該費用については、保育従事者が研修を受講する際の受講費用や、時間外における研修受
講の際の時間外手当等に充当しても差し支えないこと。 

 

（イ）その他 

   ⅰ 管理者 

   １人。 

   （注）管理者は児童福祉事業等に２年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者で、常時実際にその事業所の運営管理の業務に専従し、かつ給付費からの給与

支出がある者とする。 

＜児童福祉事業等に従事した者の例示＞ 

児童福祉施設、幼稚園・小学校等における教諭、市町村長等の公的機関において児童福

祉に関する事務を取り扱う部局、民生委員・児童委員の他、教育・保育施設又は地域型保

育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設等 
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＜同等以上の能力を有すると認められる者の例示＞ 

公的機関等の実施する施設長研修等を受講した者等 

ⅱ 非常勤調理員等（注） 

     （注）調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員

を置かないことができる。 

   ⅲ 非常勤事務職員（注） 

     （注）管理者等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。 

   ⅳ 嘱託医・嘱託歯科医 

 

    

 

（３）連携施設経費 

基本分単価には、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26 年厚生

労働省令第61 号）（以下、「家庭的保育事業等設備運営基準」という。）第６条に

定める連携施設に係る経費を算定していること。そのため、連携施設を設定していな

い事業所については、Ⅳの15による調整が行われること。 

 

 ※事業所内保育事業の従業員枠の子どもの場合は、基本分単価の額に定められた調整率

（84％）を乗じた額となります。（算定して得た額に10円未満の端数がある場合は切

り捨てる。（事業所内⑦） 

 

 

Ⅲ 基本加算部分 

７ 処遇改善等加算Ⅰ 

職員の経験年数を踏まえた賃金改善やキャリアアップの取り組みに応じた加算率を基

に加算します。詳細は別途説明資料をご参照ください。 

  

【処遇改善等加算Ⅰの単価が設定されている加算項目】 

◇障害児保育加算      ◇保育士比率向上加算      

   ◇休日保育加算       ◇資格保有者加算 

   ◇夜間保育加算       ◇栄養管理加算 
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８ 保育士比率向上加算 【Ｂ型のみ】 

 

（１）加算の要件 

   以下の要件を満たす事業所に加算します。 

 

□年齢別配置基準について、保育士資格を有する者の占める割合が 3/4 以上である。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 

 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書（第４号様式）  

雇用状況表（第２号様式）  

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等に応じた児童１人あたりの単価で算定されます。 

（処遇改善等加算Ⅰの適用あり） 

 

９ 資格保有者加算【Ｃ型のみ】 

 

（１） 加算の要件 

以下の要件を満たす事業所に加算します。 

 

□家庭的保育者が保育士資格、看護師免許又は准看護師免許を有している。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定にあたっては、以下の資料により確認します。 

 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書（第４号様式）  

雇用状況表（第２号様式）  

家庭的保育者の有する保育士証、看護師免許証 

又は准看護師免許証（写） 

 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び資格保有者の人数に応じた児童１人あたりの単価で算定

されます。（処遇改善等加算Ⅰの適用あり） 
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10 障害児保育加算 

 

（１）加算の要件 

   以下の要件を満たす事業所に加算します。 

   

□障害児（注）が在籍しており、当該障害児に係る保育従事者の配置基準を障害児２ 

人につき１人とする配置基準を満たしている。 

※その際の計算に当たっては、年齢別配置基準について、以下の算式に置き替えて算 

定すること。 

（注）市町村が認める障害児（特別支援児を含む）とし、身体障害者手帳等の交付の有 

無は問わない。 

 

【小規模保育事業Ａ型、小規模事業所内保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型】 

＜算式＞ 

｛１、２歳児数（障害児を除く）×1/6（小数点第１位まで計算（小数点第２位以下切

り捨て））｝＋｛乳児数（同）×1/3（同）｝＋｛障害児数×1/2（同）｝＋１ 

＝配置基準上保育士・保育従事者数（小数点以下四捨五入） 

 

【小規模保育事業Ｃ型】 

  ＜算式＞ 

｛グループの利用子ども数（障害児を除く）×1/5（小数点第１位まで計算）｝ 

＋｛障害児数×1/2（〃）｝ 

＝必要補助者数（小数点第１位を切り上げ） 

 

（２）加算の認定 

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 

 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

 

 

雇用状況表 

（第２号様式） 

 

 

障害児保育教育対象児童等加配区分 

認定（変更）通知書（写） 

 

 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、対象となる子どもの地域区分等に応じた単価に、当該加算に係る処遇改

善等加算Ⅰの単価に１の（２）で認定した加算数×100 を乗じて得た額を加えた額と

する。 
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11 休日保育加算 

 

（１）加算の要件 

以下の要件を全て満たす事業所に加算します。 

 

□休日保育実施施設として横浜市に届出している。 

□横浜市休日保育実施要領で定める職員配置基準を満たしている。 

□対象となる子どもに対して、適宜、間食又は給食等の提供を行っている。 

□対象となる子どもは、原則、休日等に常態的に保育を必要とする保育認定子どもで 

ある。 

 

（２）加算額の認定 

加算の認定にあたっては、以下の資料により確認します。 

 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

 

 

休日保育実施兼加算適用届出書 

（第 10号様式） 

 

 

休日保育利用児童実績報告書（第７号様

式） 

当該月の請求書に添付して提出 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、地域区分等及び『休日保育実施兼加算適用届出書』により認定した休日等

に保育を利用する年間の延べ利用子ども数（以下、「休日延べ利用子ども数」という。）

に応じた単価に、当該加算に係る処遇改善等加算Ⅰの単価に加算率を乗じた額を加え

て算出した額を、当該施設における各月初日の利用子ども数（休日等に保育を利用し

ない子どもを含む。）で除して得た額とする。（算定して得た額に10 円未満の端数

がある場合は切り捨てる。） 

 

※延べ利用子ども数は、１人の子どもが月４日利用した場合は４人と計算すること。 
   ※休日延べ利用子ども数には、休日等に当該休日保育対象施設を利用する休日保育対象施設 

以外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する子どもを含むこと。  
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12 減価償却費加算 

  施設整備費補助金を受けない施設のうち、自己所有の建物を保有する事業所に対して、 

施設の所在する地域(横浜市は都市部、（３）参照)に応じて減価償却費の一部 

を加算します。 

 

（１）加算の要件 

     以下の要件を全て満たす事業所に加算します。 
□事業の用に供する建物が自己所有である。（注１） 

□建物を整備・改修又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生している。 

□建物の整備・改修に当たって、施設整備費又は改修費等（以下「施設整備費等」

という。）の国庫補助金の交付を受けていない。（注２） 

□賃借料加算の対象となっていない。 

（注１）施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面

積の50％以上であること。本園・分園が自己所有と賃貸物件で分かれている場合

も自己所有（本園または分園）の建物の延べ面積が施設全体（本園＋分園）の面

積の50％以上であること。 

（注２）施設整備費等の国庫補助の交付を受けて建設した建物について、整備後一定年数

が経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には、「建物の

整備に当たって、整備費等の国庫補助金の交付を受けていない」に該当すること

として差し支えない。 

①老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合 
②当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと 
③１施設当たりの改修に要した費用を 2,000 で除して得た値が、建物全体の延面積に２ 

を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が 1,000 万円以上である 
      上記①～③要件全てに該当する場合は、こども青少年局保育・教育運営課給付担当に事前 

にご相談ください。 
 

（２）加算の認定  

加算の認定にあたっては、以下の資料により確認します。 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書（第４号様式）  

建物を整備又は取得する際の契約書類（写） 

 

 

 

（３）加算額の算定 

加算額は、定員区分に応じた、児童一人あたりの単価で算定されます。 

横浜市は都市部に該当します。 

    ※加算額の区分（２区分（標準・都市部）） 

※都市部：4月1日現在の人口密度が1000人/k㎡以上の市町村 
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13 賃借料加算 

賃貸物件により設置する事業所に対して、施設の所在する地域(横浜市は a地域・都市

部（３）参照)に応じて賃借料の一部を加算します。 

 

（１）加算の要件 

   以下の要件を全て満たす事業所に加算します。 

 

□事業の用に供する建物が賃貸物件であること（注） 
□賃貸物件に対する賃借料が発生していること 
□「小規模保育設置促進事業（賃貸料補助）」等の国庫補助（ただし、「認可保育所   

等設置支援事業の実施について」に定める「都市部における保育所への賃借料支援

事業」による国庫補助を除く。）を受けた施設については、当該補助に係る残額が

生じていないこと 
□減価償却費加算の対象となっていないこと 
（注）施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延 
べ面積の 50％以上であること。本園・分園が自己所有と賃貸物件で分かれている 
場合も賃貸（本園または分園）の建物の延べ面積が施設全体（本園＋分園）の面 
積の 50％以上であること。 

 

（２）加算の認定  

    加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 
 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

 

 

賃貸契約書（写） 

 

賃貸契約に変更があった場合は、変更

後の賃貸契約書（写） 

 

（３）加算の算定 

加算額は、定員区分に応じた、児童一人あたりの単価で算定されます。 
横浜市はａ地域・都市部 に該当します。 
※加算額の区分（４区分（ａ～ｄ）×２区分（標準・都市部）） 
※都市部：４月 1日現在の人口密度が 1000 人/k㎡以上の市町村 
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Ⅳ 加減調整部分 

14 連携施設を設定しない場合 

  連携施設を設定しない場合、基本分単価に含まれる連携施設に係る費用を調整します。 

 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

  以下の要件に該当する事業所について調整を適用します。 

 

□家庭的保育事業等設備運営基準第６条に定める連携施設を設定していない。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

   調整の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 
 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

 

 
 

（３）調整額の算定 

調整額は、地域区分等に応じて定められた額とする。 

     

15 食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合 

自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法により食事を提供する場合に、食事の

提供に係る費用を調整します。 

 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

   以下の要件に該当する事業所について調整を適用します。 

   

  □事業所において調理する方法又は家庭的保育事業等設備運営基準第16 条第２項に 

定める搬入施設から搬入する方法以外の方法により食事の提供を行っている。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

   調整の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 
 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

 

 
 

（３）調整額の算定 

金額は、適用される基本分単価及び処遇改善等加算Ⅰの額の合計に、地域区分等に応

じた調整率を乗じて得た額とする。（算定して得た額に10 円未満の端数がある場合

は切り捨てる。） 
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16 管理者を配置していない場合 

  運営管理の業務に常時従事し、かつ給与の支給を受けている管理者を配置していない

事業所に調整を適用します。 

 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

   管理者が以下のいずれかに該当する場合に適用します。 

□その管理者が児童福祉事業等に２年以上従事した者（注１）又はこれと同等以上の

能力を有すると認められる者でない。（注２） 

（注１）児童福祉事業等に従事した者の例示 

児童福祉施設、幼稚園・小学校等における教諭 、市町村長等の公的機関において

児童福祉に関する事務を取り扱う部局、民生委員・児童委員の他、教育・保育施設又

は地域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設等 

（注２）同等以上の能力を有すると認められる者の例示 

公的機関等の実施する施設長研修等を受講した者等 

 

□常時実際にその事業所の運営管理の業務に専従していない。 

 

（少なくとも１日６時間以上かつ月２０日以上施設に勤務する者でなければ常

時実際にその施設の運営管理の業務に専従しているとみなせず、減算の対象と

なります。） 

（１日６時間以上かつ月２０日以上勤務していたとしても、２以上の施設若しく

は他の事業と兼務している場合、又は保育のローテーションに入っている場合

は、その施設の所長として運営管理の業務に専従していないとみなします。） 

 

□給付費等からの給与支出がなく、有給でない。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

調整の適用にあたっては、以下の書類により確認します。 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 
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＜参考＞ 

管理者が要件を満たした場合には、下記必要書類をご提出ください。 

必要書類 備考 

１．対象職員の履歴書 ⇒１か２のどちらかを提出 

※１については、児童福祉事業等に２年 

 以上従事したことがわかるもの 

※管理者が変更になった場合は、再度提

出をお願いします。 

２．研修等受講修了書 

 

 

（３）調整額の算定 

調整額は、定員区分に応じた児童１人あたりの単価で算定されます。 

 

17 土曜日に閉所する場合 

  土曜日に閉所する場合、土曜開所に係る費用を定率で調整します。 

 

 ※小規模保育事業については、原則として、土曜日を含む週６日間の開所が求めら

れる施設であることから土曜日に係る保育の利用希望があるにもかかわらず閉所す

ることは原則できません。その場合は、国より当該調整の適用と併せて、市町村に

おいて指導を行うこととされています。 

 

 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

以下のいずれかの要件に該当する事業所について、調整を適用します。 

 

  □事業所を利用する保育認定子どもについて、土曜日（国民の祝日及び休日を除く。

以下同じ。）に係る保育の利用希望が無い（注１）などの理由により、当該月の土

曜日に閉所する日がある（注２）。 

 

 □本市に土曜日の開所時間が 11時間未満である旨を届け出ている。 

 

(注１)開所していても、保育の提供がない場合には閉所しているものとして取り扱

います。 

(注２)閉所日数は当月１日時点の状況（予定）により判断します。実際の実施状況

（実績）によるものではありません。 

 

※「利用者のニーズに合わせ土曜日において必要とされる時間のみ開所し保育を提

供する場合」は、保育の利用希望があり、保育の提供があるものとして取り扱い

ます。 
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※「保育の利用希望が無く保育を提供しない日」については開所・閉所を問わず、

「閉所」扱いとなり、調整の適用対象となります。土曜日共同保育を実施してい

る場合であっても、自園の子どもに対して保育の提供が行われていない場合は、

閉所しているもの取り扱われます。（Ａ園とＢ園との共同保育を、Ａ園で実施す

るが、Ｂ園の在籍児しか利用がない場合、Ａ園は閉所、Ｂ園は開所と取り扱われ

ます。） 

また、保育所等の本園と分園で土曜日共同保育を実施している場合は、保育所等

の本園と分園は開所しているものとして取り扱います。 

 

   ※開所時間の変更については、各施設・事業種別の「延長保育事業実施（変更）届」

にて行ってください。 

 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定 

調整の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 

 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

 

 

土曜日共同保育年間計画書（届出・変更）（写）  

 

（３）調整額の算定 

    調整額は、適用される基本分単価、処遇改善等加算Ⅰ及び障害児保育加算及び夜

間保育加算の額の合計に、地域区分等及び閉所日数（当該月の土曜日のうち閉所す

る日の数をいう。）に応じた調整率を乗じて得た額とします。（算定して得た額に

10円未満の端数がある場合は切り捨てます。） 

 

    単価（基本分単価+処遇改善等加算Ⅰ+障害児保育加算+夜間保育加算） 

      ×当該月の土曜日に閉所する日数に応じた割合（定員区分より異なる） 

 

 

Ⅴ 乗除調整部分 

18 定員を恒常的に超過する場合  

（注）令和２年度より適用あり ※平成27～令和元年度は適用なし 

 

（１）調整の適用を受ける事業所の要件 

以下の要件に該当する施設について、調整を適用します。 

   

□直前の連続する５年度間常に利用定員を超えており（注１）、かつ、各年度の 

年間平均在所率（注２）が 120％以上の状態にある。 

 

-19-



（注１）利用定員を超えて受け入れる場合の留意事項 

利用定員を超えて受け入れる場合であっても、事業所の設備又は職員数が、

利用定員を超えて利用する子どもを含めた利用子ども数に照らし、家庭的保

育事業等設備運営基準及び本通知等に定める基準を満たしていること。 

（注２）年間平均在所率 

当該年度内における各月の初日の在籍子ども数の総和を各月の初日の利用

定員の総和で除したものをいう。 

（２）調整の適用を受ける事業所の認定

（ア）調整の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

（イ）調整の適用を受ける施設について、下記のいずれかに該当する場合、調整の適

用がなくなります。 

□指導監督等を通じて利用定員の見直しが行われた場合（注３）（注４）

□地域における需要の動向等を踏まえて当該年度における年間平均所在率が

120％以上の状態にならないものと認められる場合(注５) 

（注３）見直し等が行われた日の属する月の翌月（ただし、月初日に見直しを行

った場合は当月）から調整の適用がなくなります。 

例 見直し等が行われた日が４月１日の場合は４月から、４月２日の場合は

５月から調整の適用がなくなります。 

（注４）利用定員の見直しを行う際には、区役所にご相談のうえ、こども施設整

備課へ報告を行ってください。 

（注５）「公定価格加算・調整項目届出書」を提出した月から調整なしとなります。 

ただし、翌月の月初在籍児童数が増え、在所率が「１２０%以上」である

ことが確認できた場合は、前月の申し出内容が誤りであったものと判断

し、遡って調整の適用対象となります。 

※届出に疑義がある場合、個別に照会をさせていただく場合があります。

（３）適用される基本部分及び加減調整部分の額の調整の方法

本調整措置が適用される事業所における「基本分単価から土曜日に閉所する場合」

の額については、それぞれの額の総和に地域区分及び定員区分に応じた調整率を乗じ

て得た額とします。（算定して得た額に10 円未満の端数がある場合は切り捨てる。） 
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Ⅵ 特定加算部分 

19 処遇改善等加算Ⅱ 

副主任保育士・専門リーダー・職務分野別リーダー等を設けることにより、キャリア

パスの仕組みを構築し、保育士等の処遇改善に取り組む保育園等に対して、キャリアア

ップによる処遇改善に要する費用を加算します。 

詳細は別途説明資料をご参照ください。 

 

20 冷暖房費加算 

冷暖房費について、所在する地域に応じて全ての事業所に加算します。 

  加算額は、地域の区分に応じた額で、横浜市は１１０円（その他地域）です。 

 

 

21 栄養管理加算 

（１）加算の要件 

以下の要件を全て満たしている事業所に加算します。 

 

□食事の提供にあたり、栄養士の知識等を活用（注１）して、栄養士から献立やアレ
ルギー、アトピー等への助言や保護者との面談、食育等に関する活動（注２）を月
１回以上行っている。 

 
（注１）栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、調理員とし   

て栄養士を雇用している場合も対象となる。 
 

（注２）食育等に関する活動とは、児童や保護者を対象とした食育に関する講座や食育
活動 等とする。 

 

（２）加算の認定 

   加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。    

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

 

雇用状況表 

（第２号様式） 

 

加算対象者の雇用契約書（写） 

※（３）（ア）「配置」を適用する場

合のみ提出 

 

・雇用開始日及び栄養士として雇用（上

記業務に従事していること）する旨が確

認できるものを提出願います。 

・初めて加算適用を受けようとする月に

提出 
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施設へ赴いていることが確認できる

もの（年間の指導計画表、園だより等） 
※法人本部で雇用する栄養士が、各施

設へ赴き継続的な指導を行っている

「配置」の場合のみ提出 

・初めて加算適用を受けようとする月に

提出 

調理員配置届出書

※雇用状況表の「食育推進助成」で「自

施設の職員が調理している」を選択し

た場合のみ

・10～12月分は 12月、１～３月分は１

月に提出 

（３）加算額の算定

加算額は、以下に掲げる栄養士の配置等の形態別に応じ、それぞれに定める計算

式により算出された額（算定して得た額に10 円未満の端数がある場合は切り捨て

る。）を児童一人あたりの単価とし、加算します。

（ア）配置（注１）定められた基本額と、処遇改善等加算Ⅰの単価に加算率×100を

乗じて得た額を合計し、その合計額を各月初日の利用子ども数（合

計）で除して得た額を児童一人あたりの単価とし、加算します。 

（イ）兼務（注２）定められた基本額と、処遇改善等加算Ⅰの単価に加算率×100を

乗じて得た額を合計し、その合計額を各月初日の利用子ども数（合

計）で除して得た額を児童一人あたりの単価とし、加算します。 

 （ウ）嘱託（注３）定められた基本額に、各月初日の利用子ども数で除して得た額を

児童一人あたりの単価とし、加算します。 

（注１）本加算に係る栄養士が雇用契約等により施設に配置されている場合をいい、

「兼務」に該当する場合を除く。 

（注）「兼務」に該当する場合を除くとは、基本分単価及び他の加算の認定に

当たって求められる職員に当該栄養士が含まれていないことをいう。 

※派遣の場合を含む

（注２）基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員が本加算に係る栄

養士としての業務を兼務している場合をいう。 

（注３）配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱

託等する場合等をいう。 

（例：法人本部で雇用する場合（ただし、法人本部で雇用する栄養士が、各

施設へ赴き、施設に栄養士が配置されている場合と同様に、献立やアレルギ

ー、アトピー等への助言、食育等に関する継続的な指導を行う場合は、「配置」

（「兼務」に該当する場合を除く）となる。）・調理業務を委託し、受託事業者

に栄養士がいる場合） 
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Ⅶ ３月のみの加算項目 

22 施設機能強化推進費加算 

（１）加算の要件 

      以下の要件を満たしており、さらに【対象事業等】を２つ以上実施している事業所
に加算します。 

 
    □施設における火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安 

全かつ、迅速な避難誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策を図る取組（注 
１・注２・注３）を行っている。 

    
【対象事業等】①～⑤で２つ以上実施していること 
□① 横浜市延長保育事業を実施し、保育時間(8時間)を超えて延長保育を利用する短 
時間認定子どもの月の各週毎の最多利用児童数の平均（小数点以下第一位を四捨 
五入）が１人以上又は保育時間(11時間)を超えて30分以上の延長保育を実施し、 
月の各週毎の最多利用児童数の平均（小数点以下第一位四捨五入）が１人以上いる 
こと 

□② 横浜市一時保育事業を実施し、一時保育において当該年度の４月又は５月（又

は事業開始月）の緊急保育又はリフレッシュ保育利用者数が１人以上（見込み）い

ること 
□③ 病児・病後児保育事業を実施していること 
□④ 当該年度の４月から11月までの各月初日を平均して乳児が３人以上利用してい      
   ること 
□⑤ 当該年度の４月から11月までの間に障害児保育教育対象児童又は特別支援対象 
児童と区福祉保健センター長が認めた児童が１人以上利用していること 
※①②については、当該要件を満たした月以降は、同一年度に限り、事業を実施す
る体制が取られていることをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。 
（注１）取組の実施方法の例示   

ⅰ 地域住民等への防災支援協力体制の整備及び合同避難訓練等を実施する。 

ⅱ 職員等への防災教育、訓練の実施及び避難具の整備を促進する。 

（注２）取組に必要となる経費 

取組に必要となる経費の総額が、16万円以上見込まれること。16万円未満は対象外。

経費の支払いは、当年度内に限る。 

 

（注３）支出対象経費 

需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、食糧費（茶菓）、光熱水費、医

療材料費）・役務費（通信運搬費）・旅費・謝金・備品購入費・原材料費・使用料及

び賃借料・賃金・委託費（防災訓練及び避難具の整備等に要する特別の経費に限り、

教育・保育の提供に当たって、通常要する費用は含まない。） 

【参考】 

 保育・教育で使用する 防災で使用する 

機能を強化する ・テレビ・DVDレコーダー 

・トランシーバー・拡声器等 

・防災教材・防災ヘルメット 

・LEDヘッドライト等 

備えておくべきもの ・ベビーカー ・おんぶ紐 

・スコップ ・防炎カーテン等 

・非常食（備蓄）・消火器 

・救急箱 ・懐中電灯等 

 

※令和２年度の対象物品詳細については、年度途中に本市よりご連絡させていただき 

ますので、内容をご確認の上、対象物品一覧より申請・購入をお願いいたします。 

○ 
× 

× 
× 
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（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

【手続き①申請 令和２年 12 月末期 限】 

必要書類 備考 

施設機能強化推進費加算 

（申請 ・報告）書（第８号様式） 

申請製品がわかるカタログ、パンフレッ

ト等

⇒製品名、金額及び製品のスペック

が確認できるもの 

※申請書の金額がカタログ等と異な

る場合は別途見積書等で申請書の金

額が確認できるものが必要となりま

す。 

申請書提出後、加算要件の適合可否について本市よりご連絡いたします。 

  加算「可」となった施設については「手続き②」が必要となります。 

【手続き②報告 令和３年３月 16 日期 限】 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 

（第４号様式） 

施設機能強化推進費加算 

（申請・報告 ）書（第８号様式） 

取組みに要した経費がわかる領収書 

（写）等 

⇒製品名、金額が確認できるもの

  （注）申請書提出後、加算が「可」となった施設について、以下に該当する場合は 

 当該加算の対象外となります。 

・報告時に合計金額が 16万円未満となっている場合

・申請時と異なる物品を購入された場合

・支払日（領収書の日付）が令和２年４月１日から令和３年３月 31日以外に

なっている場合

（３）加算額の算定

加算額は、定められた額を３月初日の利用子ども数で除して得た額（10 円未満の

端数がある場合は切り捨てる。）を児童一人あたりの単価とし、３月初日に利用する 

子どもの単価に加算します。 
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23 第三者評価受審加算 

（１）加算の要件 

   以下の要件を満たしている事業所に加算します。 

□「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」が定める評価基準に沿って、「かな

がわ福祉サービス第三者評価推進機構」が認証する評価機関で受審し、結果をホー

ムページで公表する施設に加算します。 
※受審をした当該年度内に受審費用の支払いが済んでいるものに限ります。 

※受審は令和２年度中に済んでいるが、支払日が令和３年４月以降になった場合は 

令和３年度に加算の対象となります。 

 

      ※加算の５年に１回の起算点については、平成27年度又は令和２年度を起算点とし
ます。（平成28年度以降の新規開設園は開設した年度を起算点とします。） 

        ただし、第三者評価の受審の５年に１回の起算点については、平成25年度を起算 
        点とします。（新規開設園は開設した年度を起算点とします。） 
      ※公定価格で加算する額とは別に、横浜市地域型保育向上支援費において、第三者 
        評価を受審した場合の助成を行います。 

＜参照＞「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」が認証する評価機関一覧 

    http://www.knsyk.jp/search/3hyouka/index.html 

       
（２）加算の認定 

 加算の認定にあたっては、以下の資料により確認します。 
 
【手続き①申請 令和２年 12 月末期限】 

必要書類 備考 
第三者評価受審加算（申請・報告）書 
（第５号様式） 

申請時は、「２ 受審費用について」は未
記入です。 

 
【手続き②報告 令和３年３月 16 日期限】 

必要書類 備考 

公定価格加算・調整項目届出書 
（第４号様式） 

 

第三者評価受審加算（申請・報告）書 
（第５号様式） 

 

受審費用の支払いに係る領収書（写） 当該年度内に支払われたものに限ります 

 

（注）評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評

価機関からの評価結果の提示が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度にな

る場合を含む。）が行われることが確認できる場合は本加算の対象となります。 

 

（３）加算額の算定 
加算額は、定められた額を、３月初日の利用子ども数で除して得た額（10 円未満の

端数がある場合は切り捨てる。）を児童一人あたりの単価とし、３月初日に利用する

子どもの単価に加算します。  
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（注） （注） （注） （注）

① ② ③ ④

×加算率

×加算率

×加算率 2,590

3号

１､２歳児 158,580 (232,320) 155,660 (229,400)

乳 児 232,320 229,400 2,210 ×加算率 2,180

1,480 (2,210) ×加算率 1,450 (2,180)

2,640

(2,590) ×加算率

×加算率

(2,260) ×加算率 1,480 (2,230) ×加算率

197,190 (270,930) 1,910 (2,640) ×加算率 1,860

1,510

12/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 201,820 (275,560)

乳 児 275,560

13人
　から
19人
　まで

＋

＋

＋

＋

270,930

×加算率

×加算率 2,650

3号

１､２歳児 161,710 (237,210) 158,790 (234,290)

乳 児 237,210 234,290 2,260 ×加算率 2,230

201,120 (276,620) 1,950 (2,700) ×加算率 1,900

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 205,740 (281,240)

乳 児 281,240

13人
　から
19人
　まで

＋

＋

＋

＋

276,620 2,700

(2,650) ×加算率

×加算率

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 207,050 (283,140)

乳 児 283,140

13人
　から
19人
　まで

＋

＋

162,750 (238,840) 159,830

3号

１､２歳児

202,430 (278,520) 1,960 (2,720) ×加算率 1,910＋

2,340

1,520 (2,280) ×加算率 ×加算率

×加算率

238,840 235,920 2,280 ×加算率 2,250

＋

1,490 (2,250)

×加算率

×加算率

1,560 (2,340) ×加算率 1,530 (2,310) ×加算率

13人
　から
19人
　まで

＋乳 児 245,370

3号

１､２歳児

保育標準時間認定 保育短時間認定

基本分単価 基本分単価

処遇改善等加算Ⅰ

286,110 2,790 ×加算率

(2,750) ×加算率

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

保育必要量区分⑤

＋

保育標準時間認定 保育短時間認定

207,670 (286,110) 2,010 (2,790) ×加算率 1,970

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 212,290 (290,730)

⑥ ⑥ ⑦ ⑦

＋

＋(245,370) 164,010 (242,450)

乳 児 290,730 2,750

278,520 2,720 ×加算率 2,670

242,450 ×加算率 2,310 ×加算率

(235,920)

乳 児

166,930

(2,670) ×加算率
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① ② ③ ④

3号

１､２歳児

乳 児

12/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

3号

１､２歳児

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

乳 児

（注） (注)

 ～　210人 267,500 2,670×加算率

 211人～　279人 286,400 2,860×加算率

 280人～　349人 324,300 3,240×加算率

 　350人～　419人 362,200 3,620×加算率

 420人～　489人 400,200 4,000×加算率

 　490人～　559人 438,100 4,380×加算率 各月初日の

 560人～　629人 476,000 4,760×加算率 利用子ども数

 630人～　699人 513,900 5,130×加算率

 　700人～　769人 551,800 5,510×加算率

 　770人～　839人 589,700 5,890×加算率

 840人～　909人 627,700 6,270×加算率

 　910人～　979人 665,600 6,650×加算率

 980人～1,049人 703,500 7,030×加算率

 1,050人～ 741,400 7,410×加算率

 ～　210人 260,700 2,600×加算率

 211人～　279人 279,300 2,790×加算率

 280人～　349人 316,700 3,160×加算率

 　350人～　419人 354,000 3,540×加算率

 420人～　489人 391,300 3,910×加算率

 　490人～　559人 428,700 4,280×加算率 各月初日の

 560人～　629人 466,000 4,660×加算率 利用子ども数

 630人～　699人 503,300 5,030×加算率

 　700人～　769人 540,700 5,400×加算率

 　770人～　839人 578,000 5,780×加算率

 840人～　909人 615,300 6,150×加算率

 　910人～　979人 652,700 6,520×加算率

 980人～1,049人 690,000 6,900×加算率

 1,050人～ 727,300 7,270×加算率

 ～　210人 259,000 2,590×加算率

 211人～　279人 277,300 2,770×加算率

 280人～　349人 314,100 3,140×加算率

 　350人～　419人 350,800 3,500×加算率

 420人～　489人 387,600 3,870×加算率

 　490人～　559人 424,300 4,240×加算率 各月初日の

 560人～　629人 461,100 4,610×加算率 利用子ども数

 630人～　699人 497,800 4,970×加算率

 　700人～　769人 534,600 5,340×加算率

 　770人～　839人 571,300 5,710×加算率

 840人～　909人 608,100 6,080×加算率

 　910人～　979人 644,800 6,440×加算率

 980人～1,049人 681,600 6,810×加算率

 1,050人～ 718,300 7,180×加算率

 ～　210人 254,000 2,540×加算率

 211人～　279人 272,000 2,720×加算率

 280人～　349人 308,200 3,080×加算率

 　350人～　419人 344,400 3,440×加算率

 420人～　489人 380,500 3,800×加算率

 　490人～　559人 416,700 4,160×加算率 各月初日の

 560人～　629人 452,900 4,520×加算率 利用子ども数

 630人～　699人 489,000 4,890×加算率

 　700人～　769人 525,200 5,250×加算率

 　770人～　839人 561,400 5,610×加算率

 840人～　909人 597,500 5,970×加算率

 　910人～　979人 633,700 6,330×加算率

 980人～1,049人 669,900 6,690×加算率

 1,050人～ 706,000 7,060×加算率

(73,740) ＋ 1,470 (730) ×加算率

×加算率＋ 73,740 ＋　 730

＋ 147,480

＋

休日保育の年間延べ利用子ども
数

＋ ÷

＋ 147,480 (73,740) ＋ 1,470 (730) ×加算率

＋ 73,740 ＋　 730 ×加算率

(75,500) ＋ 1,510 (750) ×加算率

＋ 75,500 ＋　 750

＋ 75,500 ＋　 750 ×加算率
＋

休日保育の年間延べ利用子ども
数

＋ ÷

＋ 151,000

＋　 760 ×加算率

＋ 1,510 (750) ×加算率＋ 151,000 (75,500)

＋

休日保育の年間延べ利用子ども
数

＋ ÷

＋ 152,180 (76,090) ＋ 1,520 (760)

＋ 78,440 ＋　 780

＋ 156,880

＋ 152,180

＋

(780) ×加算率

休日保育の年間延べ利用子ども
数

＋＋

×加算率

×加算率＋ 76,090 ＋　 760

(76,090)

76,090

＋ 1,520 (760) ×加算率

＋ 156,880 (78,440) 1,560 (780) ×加算率

×加算率

×加算率

＋ 78,440

(78,440) ＋ 1,560

÷

＋　 780

休日保育加算

処遇改善等
加算Ⅰ

　障害児保育加算
※特別な支援が必要な利用子どもの単価に加算

処遇改善等加算Ⅰ

⑨ ⑩

×加算率
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① ② ③ ④

3号

１､２歳児

乳 児

12/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

3号

１､２歳児

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

乳 児

標　準 都市部 標　準 都市部

⑭ ⑮

(⑥＋⑦＋⑪)
× 9/100

(⑥＋⑦＋⑪)
× 8/100

(⑥＋⑦＋⑪)
37,790 ＋ 370×加算率

－ 23,870 ＋ 230×加算率

－ 36,660 ＋ 360×加算率

－

－

－

－

連携施設
を設定し
ない場合

食事の搬入につ
いて自園調理又
は連携施設等か
らの搬入以外の
方法による場合

－

－

－ 2,050

－ 1,290

2,050

1,290

2,050

1,290

2,050

1,290

－

(⑥＋⑦＋⑪)

－

－

－

－

ｃ地域 12,300 13,700

ｂ地域
(⑥＋⑦＋⑪)

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑪)

ｄ地域 8,700 9,700

ａ地域 25,700 28,600

ｂ地域 14,200 15,700

ａ地域 25,700 28,600

12,300

8,700

ｄ地域 11,000

ｄ地域 11,000 12,300

ｃ地域 12,300 13,700

ａ地域 20,300 22,600

9,700 10,800

ｄ地域

15,700

12,400

ｃ地域

11,200

ｄ地域 11,000 12,300

ａ地域

15,700

ｃ地域 12,300 13,700

ｄ地域 11,000 12,300

ｃ地域 9,700 10,800

ｄ地域 8,700 9,700

ａ地域 25,700 28,600

＋ ＋

＋

30,060 ＋ ＋ ＋

＋

9,700

390

ｂ地域 14,200

× 9/100

×加算率
44,600 ＋ 2,700 3,000

1,700 1,900 23,150 ＋ 230×加算率

－

－

12,400

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑪)
× 9/100

ｃ地域 9,700 10,800

－＋ ＋

＋

30,060 ＋ ＋ ＋

＋

1,700 1,900

＋

30,060 ＋ ＋ ＋

＋

20,300 22,600

ｂ地域 11,200 12,400

ｂ地域 14,200

＋44,600 2,700 3,000

ａ地域 20,300 22,600

ｂ地域 11,200

2,700 3,000

1,700 1,900 － 240×加算率

ｂ地域 14,200 15,700

＋ ＋44,600 ＋

ａ地域 20,300 22,600

30,060 ＋ ＋ ＋

ｄ地域 8,700 9,700

ａ地域 25,700 28,600

＋ ＋
390
×加算率

240

ｃ地域 12,300 13,700

× 8/100

(⑥＋⑦＋⑪)
× 8/100

ｂ地域 11,200 12,400

ｃ地域 9,700 10,800

44,600 ＋＋

＋

夜間保育加算 減価償却費加算

⑪ ⑫

1,700 1,900

⑬

処遇改善
等加算Ⅰ

加算額 加算額

賃借料加算

×加算率

2,700 3,000

390
×加算率

240
×加算率

390
×加算率

240
×加算率

240
×加算率

管理者を配置していない場合

処遇改善等
加算Ⅰ

⑯

－ 39,680 ＋ 390×加算率

－ 25,060 ＋ 250×加算率

－ 38,170 ＋ 380×加算率

－ 24,100 ＋

－
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① ② ③ ④

3号

１､２歳児

乳 児

12/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

3号

１､２歳児

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

乳 児

⑱

20人～30人
(⑥～⑰)× 80/100

31人～40人
(⑥～⑰)× 75/100

41人～
(⑥～⑰)× 70/100

20人～30人
(⑥～⑰)× 80/100

31人～40人
(⑥～⑰)× 75/100

41人～
(⑥～⑰)× 70/100

20人～30人
(⑥～⑰)× 80/100

31人～40人
(⑥～⑰)× 75/100

41人～
(⑥～⑰)× 70/100

20人～30人
(⑥～⑰)× 80/100

31人～40人
(⑥～⑰)× 75/100

41人～
(⑥～⑰)× 70/100

定員を恒常的に
超過する場合

(⑥～⑰)

(⑥～⑰)
× 82/100

(⑥～⑰)
× 82/100

(⑥～⑰)
× 82/100

－

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 2/100

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

－

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 2/100

－

× 82/100× 1/100

－

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 2/100

－

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 2/100

－

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 2/100

－

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

－

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 2/100

土曜日に閉所する場合

月に１日土
曜日を閉所
する場合

月に２日土
曜日を閉所
する場合

(離島その他の地域)
各月初日の利用子ども数

(離島その他の地域)
各月初日の利用子ども数

(離島その他の地域)
各月初日の利用子ども数

(離島その他の地域)
各月初日の利用子ども数

月に３日以上
土曜日を閉所

する場合

全ての土曜
日を閉所す

る場合

⑰

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 3/100 × 5/100 × 6/100

× 3/100 × 4/100 × 6/100

× 3/100 × 5/100 × 6/100

× 3/100 × 5/100 × 6/100

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 3/100 × 5/100 × 6/100

× 3/100 × 5/100 × 6/100

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

× 2/100

× 3/100 × 5/100 × 6/100

× 3/100 × 5/100 × 6/100

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑧
　＋⑪-⑯)
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加算部分２

除雪費加算 ㉑ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

降灰除去費加算 ㉒ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

施設機能強化推進費加算 ㉓ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

（ ＋ ）

（ ＋ ）

第三者評価受審加算 ㉕ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

1,230

・処遇改善等加算Ⅱ－① 48,860 × 人数Ａ
・処遇改善等加算Ⅱ－② 6,110 × 人数Ｂ

（ 注 ）年度の初日の前日における満年齢に応じて月額を調整

6,090

152,680÷３月初日の利用子ども数

160,000（限度額）÷３月初日の利用子ども数

150,000÷３月初日の利用子ども数

栄養管理加算 ㉔

Ａ

基本額 処遇改善等加算Ⅰ

※以下の区分に応じて、各月初日の利用子どもの単価に加算
Ａ：Bを除き栄養士を雇用契約等により配置している施設
Ｂ：基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる

職員が栄養士を兼務している施設
　Ｃ：A又はBを除き、栄養士を嘱託等している施設

69,160 690×加算率

÷各月初日の利用子ども数

Ｃ

処遇改善等加算Ⅱ ⑲
※１　各月初日の利用子どもの単価に加算
※２　人数Ａ及び人数Ｂについては、別に定める

冷暖房費加算 ⑳

　以下の加算を合算した額を各月初日の利用子ども数で除
した額

１ 級 地 1,780 ４ 級 地 ※以下の区分に応じて、各月の単価に加算
１級地から４級地：国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和

２４年法律第２００号）第１条第１号及び第
２号に掲げる地域

　そ の 他  地  域：１級地から４級地以外の地域

２ 級 地 1,580 そ の 他 地 域 110

３ 級 地 1,560

基本額

9,000 ÷各月初日の利用子ども数

Ｂ

基本額 処遇改善等加算Ⅰ

50,000 500×加算率

÷各月初日の利用子ども数
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（注） （注） （注） （注）

① ② ③ ④

12/100
地域

(2,210) ×加算率

(1,830) ×加算率

×加算率

(197,110) 135,630 (194,190)

乳 児 197,110 194,190 ×加算率 1,830

138,550

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 179,050 (237,610)

乳 児 237,610

13人
　から
19人
　まで

232,980 2,260 ×加算率 2,210

(1,860) ×加算率 1,250

177,030 (236,470)

1,860

×加算率

1,890 ×加算率 1,860

174,420 (232,980)

1,280

1,680 (2,260) ×加算率 1,630

×加算率

3号

１､２歳児

1,660

140,520 (199,960)

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 181,660 (241,100)

乳 児 241,100

13人
　から
19人
　まで

236,470 2,300 ×加算率 2,250

3号

197,040

137,600 (197,040)

乳 児

(1,890) ×加算率 1,270

199,960

１､２歳児 1,300

1,710 (2,300) ×加算率

×加算率

(1,860)

1,890 ×加算率 1,860

×加算率

×加算率

(2,250) ×加算率

×加算率

(1,860) ×加算率

(237,640) 1,720 (2,310)

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 182,530 (242,270)

乳 児 242,270

13人
　から
19人
　まで

237,640 2,310 ×加算率 2,260

3号

１､２歳児 1,300 (1,890) ×加算率 1,270

177,900 ×加算率 1,670 (2,260) ×加算率

1,900

保育標準時間認定 保育短時間認定

×加算率

１､２歳児 143,800 (204,710) 140,880 (201,790)

乳 児 204,710 201,790

1,330

×加算率

×加算率

×加算率

181,380 (242,290) 1,750 (2,350) ×加算率 1,700 (2,300) ×加算率

(1,900)

1,930

242,290 2,350

⑥ ⑥ ⑦

3号

基本分単価 基本分単価

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

保育必要量区分⑤

保育標準時間認定 保育短時間認定

処遇改善等加算Ⅰ

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 186,000 (246,910)

乳 児 246,910

13人
　から
19人
　まで

(1,930) ×加算率 1,300

×加算率 2,300

⑦

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

乳 児

141,170 (200,910) 138,250 (197,990)

200,910 197,990
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① ② ③ ④

12/100
地域

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

乳 児

１､２歳児

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

１､２歳児

乳 児

3号

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

（注） (注) （注） (注)

＋　 580 ×加算率

＋

＋ 18,970 58,560

＋ 10,060

＋

×加算率

118,890

58,560

＋　 100

＋　 190

＋　 110＋ 11,380

＋ 117,130(17,650) ×加算率

(18,970)

×加算率

＋ 117,130 (58,560) ＋ 1,170 (580) ×加算率(190) ×加算率

＋ 1,180

＋

＋

＋ 118,890 (59,440) ＋ 1,180 (590) ×加算率

＋ 59,440

＋

(59,440) ×加算率

(190)

＋　 590 ×加算率

＋　 590 ×加算率

(59,740) ＋ 1,190 (590) ×加算率×加算率

＋

＋ 19,010 ＋　 190 ×加算率

(200) ×加算率＋　 120

＋

20,430 ＋　 200

＋

＋ 20,070 ＋　 200

＋

＋　 590

＋ 1,190 (590) ×加算率

×加算率

(200) ×加算率

＋ 59,740＋

＋

＋　 600 ×加算率21,900

×加算率

＋

＋　 110 (200)＋

＋ 121,820 (60,910) ＋ 1,210 (600) ×加算率＋ 13,140 (21,900) ＋　 130 (220)

保育士比率向上加算

＋ 60,910＋　 220 ×加算率

20,380 ＋　 200

(20,380)

処遇改善等加算Ⅰ

⑨

＋ 119,480

＋ 59,740

＋　 580

＋ 1,170(58,560)

17,650

(600) ×加算率

×加算率＋ 60,910 ＋　 600

×加算率

×加算率

＋ 121,820

⑧

(60,910) ＋ 1,210

　障害児保育加算
　※特別な支援が必要な利用子どもの単価に加算

処遇改善等加算Ⅰ

11,620

59,440 ＋　 590

(18,670) ＋　 100 (180) ×加算率

10,840 (19,010) ＋　 110

12,040 (20,070)

×加算率

12,260 (20,430) ＋　 120 119,480 (59,740)

×加算率

＋ 18,670 ＋　 180

＋

(580)

＋　 180 ×加算率

(180)

10,640

×加算率

×加算率

(590)

×加算率
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① ② ③ ④

12/100
地域

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

乳 児

１､２歳児

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

１､２歳児

乳 児

3号

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

標　準 都市部

 ～　210人 199,200 1,990×加算率

 211人～　279人 212,900 2,120×加算率

 280人～　349人 240,300 2,400×加算率

 　350人～　419人 267,700 2,670×加算率

 420人～　489人 295,100 2,950×加算率

 　490人～　559人 322,500 3,220×加算率 各月初日の

 560人～　629人 349,900 3,490×加算率 利用子ども数

 630人～　699人 377,400 3,770×加算率

 　700人～　769人 404,800 4,040×加算率

 　770人～　839人 432,200 4,320×加算率

 840人～　909人 459,600 4,590×加算率

 　910人～　979人 487,000 4,870×加算率

 980人～1,049人 514,400 5,140×加算率

 1,050人～ 541,900 5,410×加算率

 ～　210人 195,800 1,950×加算率

 211人～　279人 209,200 2,090×加算率

 280人～　349人 236,000 2,360×加算率

 　350人～　419人 262,800 2,620×加算率

 420人～　489人 289,700 2,890×加算率

 　490人～　559人 316,500 3,160×加算率 各月初日の

 560人～　629人 343,300 3,430×加算率 利用子ども数

 630人～　699人 370,200 3,700×加算率

 　700人～　769人 397,000 3,970×加算率

 　770人～　839人 423,800 4,230×加算率

 840人～　909人 450,700 4,500×加算率

 　910人～　979人 477,500 4,770×加算率

 980人～1,049人 504,300 5,040×加算率

 1,050人～ 531,200 5,310×加算率

 ～　210人 195,000 1,950×加算率

 211人～　279人 208,100 2,080×加算率

 280人～　349人 234,300 2,340×加算率

 　350人～　419人 260,600 2,600×加算率

 420人～　489人 286,800 2,860×加算率

 　490人～　559人 313,100 3,130×加算率 各月初日の

 560人～　629人 339,300 3,390×加算率 利用子ども数

 630人～　699人 365,600 3,650×加算率

 　700人～　769人 391,800 3,910×加算率

 　770人～　839人 418,100 4,180×加算率

 840人～　909人 444,300 4,440×加算率

 　910人～　979人 470,600 4,700×加算率

 980人～1,049人 496,800 4,960×加算率

 1,050人～ 523,100 5,230×加算率

 ～　210人 192,500 1,920×加算率

 211人～　279人 205,600 2,050×加算率

 280人～　349人 231,800 2,310×加算率

 　350人～　419人 258,100 2,580×加算率

 420人～　489人 284,300 2,840×加算率

 　490人～　559人 310,600 3,100×加算率 各月初日の

 560人～　629人 336,800 3,360×加算率 利用子ども数

 630人～　699人 363,100 3,630×加算率

 　700人～　769人 389,300 3,890×加算率

 　770人～　839人 415,600 4,150×加算率

 840人～　909人 441,800 4,410×加算率

 　910人～　979人 468,100 4,680×加算率

 980人～1,049人 494,300 4,940×加算率

 1,050人～ 520,600 5,200×加算率

3,000

1,700 1,900

3,000

1,700 1,900

2,700 3,000

1,700 1,900

2,700 3,000

2,700

＋

休日保育の年間延べ利用子ども数

＋ ÷

＋

30,060 ＋ 240×加算率 ＋

44,600 ＋ ＋

44,600 ＋ 390×加算率

＋

休日保育の年間延べ利用子ども数

＋ ÷

＋

＋ 240×加算率 ＋ 1,700 1,900

＋

÷

＋

休日保育の年間延べ利用子ども数

30,060

＋

44,600 ＋

＋

＋

＋ 240×加算率

＋

休日保育の年間延べ利用子ども数

減価償却費加算

処遇改善等
加算Ⅰ

加算額

2,700

休日保育加算 夜間保育加算

⑫

処遇改善等
加算Ⅰ

⑩ ⑪

30,060

＋

390×加算率

＋

390×加算率

＋

＋ ÷

＋

30,060 ＋ 240×加算率 ＋

44,600 ＋ 390×加算率

＋

＋

＋
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① ② ③ ④

12/100
地域

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

乳 児

１､２歳児

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

１､２歳児

乳 児

3号

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

標　準 都市部

⑭ ⑮

－ 23,150

－ 36,660

＋ 230×加算率

＋ 360×加算率－
(⑥＋⑦＋⑪)

× 10/100

－
(⑥＋⑦＋⑪)

× 10/100

連携施設を
設定しない

場合

2,050

食事の搬入につい
て自園調理又は連
携施設等からの搬
入以外の方法によ

る場合

－
(⑥＋⑦＋⑪)

× 10/100

－
(⑥＋⑦＋⑪)

× 10/100

－
(⑥＋⑦＋⑪)

× 10/100

－
(⑥＋⑦＋⑪)

× 10/100

－
(⑥＋⑦＋⑪)

× 10/100

－
(⑥＋⑦＋⑪)

× 10/100

1,290

2,050

1,290

2,050

1,290

2,050

1,290

－

－

－

－

15,700

13,700

12,400

10,800

28,600

ａ地域

ｃ地域 12,300

ｂ地域 11,200

ｃ地域

ｄ地域 11,000 12,300

ａ地域 20,300 22,600

ｂ地域 11,200 12,400

ｃ地域 9,700 10,800

ｄ地域 8,700 9,700

ａ地域 25,700 28,600

ｂ地域 14,200 15,700

＋

14,200

＋

－ 23,870

ａ地域 20,300 22,600

ｄ地域 8,700 9,700

12,300 13,700

＋

230×加算率

ａ地域 25,700 28,600

ｂ地域 14,200 15,700

ｄ地域 8,700

370×加算率

ａ地域 25,700

9,700

ａ地域 20,300 22,600

＋

ｃ地域

9,700

12,300

11,200 12,400

＋

37,790 ＋

ｂ地域 14,200 15,700

－ 24,100

－

－ 38,170 ＋ 380×加算率

25,700 28,600

ｄ地域 11,000 12,300

ｃ地域 9,700

ａ地域 20,300 22,600

ｂ地域 11,200 12,400

ｃ地域 12,300

240×加算率

13,700

10,800

ｄ地域 8,700 9,700

－

－

＋ － － 39,680

＋

加算額

管理者を配置していない場合

－ 25,060 ＋ 250×加算率

ｃ地域 12,300

⑬

処遇改善等
加算Ⅰ

賃借料加算

⑯

9,700

ｄ地域 11,000

ｂ地域

＋

－

13,700

＋

＋

＋ 390×加算率

ｄ地域 11,000 12,300

ｂ地域

ｃ地域 10,800
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① ② ③ ④

12/100
地域

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

15/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

乳 児

１､２歳児

16/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

１､２歳児

乳 児

3号

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

⑱

20人～30人
(⑥～⑰)× 80/100

31人～40人
(⑥～⑰)× 75/100

41人～
(⑥～⑰)× 70/100

20人～30人
(⑥～⑰)× 80/100

31人～40人
(⑥～⑰)× 75/100

41人～
(⑥～⑰)× 70/100

20人～30人
(⑥～⑰)× 80/100

31人～40人
(⑥～⑰)× 75/100

41人～
(⑥～⑰)× 70/100

20人～30人
(⑥～⑰)× 80/100

31人～40人
(⑥～⑰)× 75/100

41人～
(⑥～⑰)× 70/100

× 4/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 8/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 9/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 6/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 7/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 6/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 7/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 6/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 7/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 6/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 7/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 2/100

－

土曜日に閉所する場合

月に１日土曜日を
閉所する場合

月に２日土曜日を
閉所する場合

月に３日以上
土曜日を閉所する

場合

全ての土曜日を閉
所する場合

⑰

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 4/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 4/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 4/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 4/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 4/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 81/100

定員を恒常的に
超過する場合

(⑥～⑰)

(⑥～⑰)
× 81/100

(⑥～⑰)
× 81/100

(⑥～⑰)
× 81/100

(離島その他の地域)
各月初日の利用子ども数

(離島その他の地域)
各月初日の利用子ども数

(離島その他の地域)
各月初日の利用子ども数

(離島その他の地域)
各月初日の利用子ども数

－

× 2/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 2/100

－

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

－

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 2/100

－

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 2/100

－

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 5/100

－

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 2/100

－
× 5/100

(⑥＋⑦＋⑨
＋⑪-⑯)

× 2/100

× 2/100
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加算部分２

除雪費加算 ㉑ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

降灰除去費加算 ㉒ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

施設機能強化推進費加算 ㉓ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

（ ＋ ）

（ ＋ ）

第三者評価受審加算 ㉕ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

栄養管理加算

冷暖房費加算 ⑳

１ 級 地 1,780

㉔

処遇改善等加算Ⅰ

４ 級 地

　以下の加算を合算した額を各月初日の利用子ども数
で除した額

処遇改善等加算Ⅱ ⑲ ・処遇改善等加算Ⅱ－① 48,860 × 人数Ａ

・処遇改善等加算Ⅱ－② 6,110 × 人数Ｂ

※１　各月初日の利用子どもの単価に加算
※２　人数Ａ及び人数Ｂについては、別に定める

（ 注 ）年度の初日の前日における満年齢に応じて月額を調整

6,090

152,680÷３月初日の利用子ども数

160,000（限度額）÷３月初日の利用子ども数

150,000÷３月初日の利用子ども数

※以下の区分に応じて、各月の単価に加算
１級地から４級地：国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和

２４年法律第２００号）第１条第１号及び第
２号に掲げる地域

　そ の 他  地  域：１級地から４級地以外の地域

２ 級 地 1,580 そ の 他 地 域 110

３ 級 地 1,560

1,230

※以下の区分に応じて、各月初日の利用子どもの単価に加算
Ａ：Bを除き栄養士を雇用契約等により配置している施設
Ｂ：基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる

職員が栄養士を兼務している施設
　Ｃ：A又はBを除き、栄養士を嘱託等している施設

69,160 690×加算率

÷各月初日の利用子ども数

Ｂ

基本額 処遇改善等加算Ⅰ

50,000 500×加算率

÷各月初日の利用子ども数

Ｃ
基本額

9,000 ÷各月初日の利用子ども数

Ａ

基本額
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保育標準時間認定 保育短時間認定 保育標準時間認定 保育短時間認定

基本分単価 基本分単価

① ② ③ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥

1人 2,260 20×加算率

2人以上 4,520 40×加算率

1人 1,510 10×加算率

2人 3,020 20×加算率

3人以上 4,530 30×加算率

1人 2,190 20×加算率

2人以上 4,380 40×加算率

1人 1,460 10×加算率

2人 2,920 20×加算率

3人以上 4,380 30×加算率

1人 2,170 20×加算率

2人以上 4,340 40×加算率

1人 1,440 10×加算率

2人 2,880 20×加算率

3人以上 4,320 30×加算率

1人 2,110 20×加算率

2人以上 4,220 40×加算率

1人 1,410 10×加算率

2人 2,820 20×加算率

3人以上 4,230 30×加算率

1人 2,070 20×加算率

2人以上 4,140 40×加算率

1人 1,380 10×加算率

2人 2,760 20×加算率

3人以上 4,140 30×加算率

1人 2,000 20×加算率

2人以上 4,000 40×加算率

1人 1,330 10×加算率

2人 2,660 20×加算率

3人以上 3,990 30×加算率

1人 1,940 10×加算率

2人以上 3,880 20×加算率

1人 1,290 10×加算率

2人 2,580 20×加算率

3人以上 3,870 30×加算率

1人 1,880 10×加算率

2人以上 3,760 20×加算率

1人 1,250 10×加算率

2人 2,500 20×加算率

3人以上 3,750 30×加算率
＋ ＋ ＋ 38,120 ＋ 380 ×加算率

＋ 38,120 ＋ 380 ×加算率

その他
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号 186,180 180,630 ＋ 1,750×加算率 1,700×加算率

11人
　から
15人
　まで

3号 163,530 159,830 ＋ 1,530×加算率 1,490×加算率

⑦ ⑧

地域
区分

定員
区分

認定
区分

処遇改善等加算Ⅰ保育必要量区分④

 6人
　から
10人
　まで

3号 208,650

資格保有者加算

処遇改善等
加算Ⅰ

×加算率

処遇改善等加算Ⅰ

　障害児保育加算
※特別な支援が必要な利用

子どもの単価に加算

＋ 1,980×加算率 1,920×加算率

20/100
地域

11人
　から
15人
　まで

3号 182,960 179,260

＋

1,720×加算率 1,680×加算率 ＋ 44,790 ＋ 440 ×加算率

＋

＋

＋

＋

44,790 ＋ 440

3号 203,030 197,480 ＋ 1,920×加算率

＋

1,870×加算率

＋ 43,130 ＋ 430 ×加算率＋ ＋

＋ 430 ×加算率

11人
　から
15人
　まで

3号 178,100 174,400 1,670×加算率 1,630×加算率

12/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号 199,660 194,110 ＋ 1,890×加算率 1,830×加算率

11人
　から
15人
　まで

3号 175,180 171,480 1,640×加算率 1,610×加算率

＋ ＋

15/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

＋

＋

＋ 42,130 ＋ 420 ×加算率

＋ 42,130 ＋ 420 ×加算率

＋ 41,460 ＋ 410

＋

11人
　から
15人
　まで

3号

＋ ＋

10/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号 197,420 191,870 ＋ 1,860×加算率

169,540 1,620×加算率173,240 ＋

192,920 187,370 ＋ 1,820×加算率

3/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号 189,550 184,000 ＋ 1,790×加算率 1,730×加算率

11人
　から
15人
　まで

3号 166,440 162,740 ＋ 1,550×加算率 1,520×加算率 ×加算率

＋ 39,120 ＋ 390 ×加算率

6/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

＋ 39,120 ＋ 390＋ ＋

＋

1,760×加算率

11人
　から
15人
　まで

3号 169,350 165,650 1,580×加算率 1,550×加算率 ×加算率＋

16/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号 204,160 198,610 ＋ 1,930×加算率 1,880×加算率 ＋ ＋ ×加算率

＋

1,640×加算率

203,100

11人
　から
15人
　まで

＋ ＋ 430

＋ 43,460 ×加算率3号 179,070 175,370 ＋ 1,680×加算率

43,130＋＋ ＋

43,460

＋ ＋ 430＋

1,810×加算率

1,590×加算率 ＋

×加算率

＋ 41,460 ＋ 410 ×加算率

＋ ＋

＋

＋ ＋

＋ ＋ 40,130 ＋ 400

＋ 40,130 ＋ 400 ×加算率

＋ ＋
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① ② ③

その他
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

地域
区分

定員
区分

認定
区分

 6人
　から
10人
　まで

3号

20/100
地域

11人
　から
15人
　まで

3号

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

12/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

15/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

11人
　から
15人
　まで

3号

10/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

3/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

6/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

16/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

標　準 都市部 標　準 都市部

⑪ ⑫

ａ地域 21,000 23,400

ｂ地域 11,600 12,900

ｃ地域 10,100 11,200

ｄ地域 9,000 10,000

ａ地域 28,300 31,500

ｂ地域 15,600 17,300

ｃ地域 13,600 15,100

ｄ地域 12,200 13,500

ａ地域 21,000 23,400

ｂ地域 11,600 12,900

ｃ地域 10,100 11,200

ｄ地域 9,000 10,000

ａ地域 28,300 31,500

ｂ地域 15,600 17,300

ｃ地域 13,600 15,100

ｄ地域 12,200 13,500

ａ地域 21,000 23,400

ｂ地域 11,600 12,900

ｃ地域 10,100 11,200

ｄ地域 9,000 10,000

ａ地域 28,300 31,500

ｂ地域 15,600 17,300

ｃ地域 13,600 15,100

ｄ地域 12,200 13,500

ａ地域 21,000 23,400

ｂ地域 11,600 12,900

ｃ地域 10,100 11,200

ｄ地域 9,000 10,000

ａ地域 28,300 31,500

ｂ地域 15,600 17,300

ｃ地域 13,600 15,100

ｄ地域 12,200 13,500

ａ地域 21,000 23,400

ｂ地域 11,600 12,900

ｃ地域 10,100 11,200

ｄ地域 9,000 10,000

ａ地域 28,300 31,500

ｂ地域 15,600 17,300

ｃ地域 13,600 15,100

ｄ地域 12,200 13,500

ａ地域 21,000 23,400

ｂ地域 11,600 12,900

ｃ地域 10,100 11,200

ｄ地域 9,000 10,000

ａ地域 28,300 31,500

ｂ地域 15,600 17,300

ｃ地域 13,600 15,100

ｄ地域 12,200 13,500

ａ地域 21,000 23,400

ｂ地域 11,600 12,900

ｃ地域 10,100 11,200

ｄ地域 9,000 10,000

ａ地域 28,300 31,500

ｂ地域 15,600 17,300

ｃ地域 13,600 15,100

ｄ地域 12,200 13,500

ａ地域 21,000 23,400

ｂ地域 11,600 12,900

ｃ地域 10,100 11,200

ｄ地域 9,000 10,000

ａ地域 28,300 31,500

ｂ地域 15,600 17,300

ｃ地域 13,600 15,100

ｄ地域 12,200 13,500

＋ ＋ －

＋ ＋ － 2,460 －
× 8/100

38,570 ＋ 380×加算率

× 8/100
25,710 ＋ 250×加算率

(⑤＋⑥)
－3,300 3,600

2,200 2,400 －1,640 －
(⑤＋⑥)

(⑤＋⑥)

× 8/100

－ 27,520

39,920

260×加算率

2,460

310×加算率

43,990

450×加算率
(⑤＋⑥)

× 8/100

(⑤＋⑥)

× 7/100

－ 30,230

－

－

－

＋

＋

＋ ＋

3,300 2,460

1,640

2,460

1,640－

3,600

－

(⑤＋⑥)

× 7/100

2,460

1,640

＋

－3,600

2,200 2,400

2,460

1,640 －

－

－

－

－

1,640

(⑤＋⑥)

× 8/100

(⑤＋⑥)

× 8/100

(⑤＋⑥)

× 8/100

－

＋

＋

＋

＋

270×加算率

390×加算率

＋

＋

＋ 300×加算率

430×加算率

＋ 290×加算率

430×加算率

＋ 280×加算率

410×加算率

450×加算率

賃借料加算

加算額

減価償却費加算

加算額

－

－

－

食事の搬入につ
いて自園調理又
は連携施設等か
らの搬入以外の
方法による場合

－

⑨ ⑩

連携施設を
設定しない

場合

2,460

1,640

＋ 2,460

3,300 3,600

2,200 2,400 －

処遇改善等
加算Ⅰ

管理者を配置していない場合

＋

⑬

47,610 470×加算率

－ 31,740 ＋

＋

＋

＋

＋

(⑤＋⑥)

× 7/100

(⑤＋⑥)

× 7/100

－

－ 45,350＋ －

－

(⑤＋⑥)

× 8/100

(⑤＋⑥)

× 7/100

－

－

(⑤＋⑥)

2,200 2,400

3,300 3,600
× 8/100

(⑤＋⑥)

× 7/100

－

2,200 2,400

＋ ＋

＋＋ － 29,330

－3,300 3,600

＋ －

－ 41,280

26,6102,200 2,400

－

－

3,300

＋ －＋ 1,640

＋

－ 30,530 ＋ 300×加算率

－3,600

2,200 2,400

45,800 ＋

－ 28,720

43,090 ＋3,300 3,600

2,200 2,400

＋ ＋

＋ ＋

－

－

－
(⑤＋⑥)

× 8/100
－

－

＋ ＋

＋ ＋

＋ 3,300
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① ② ③

その他
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

地域
区分

定員
区分

認定
区分

 6人
　から
10人
　まで

3号

20/100
地域

11人
　から
15人
　まで

3号

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

12/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

15/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

11人
　から
15人
　まで

3号

10/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

3/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

6/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

16/100
地域

 6人
　から
10人
　まで

3号

11人
　から
15人
　まで

3号

⑮

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬) (⑤～⑭)

× 2/100 × 90/100

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 7/100 × 9/100

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤～⑭)

× 90/100

(⑤～⑭)

× 90/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤～⑭)

× 90/100

(⑤～⑭)

× 90/100

(⑤～⑭)

× 90/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

× 2/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

× 2/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

－

－

－

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

－

－

(⑤～⑭)

× 90/100

× 6/100 × 7/100

⑭

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100× 2/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

(⑤～⑭)

× 90/100
－

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 2/100

定員を恒常的に
超過する場合

土曜日に閉所する場合

月に１日土曜日
を閉所する場合

月に２日土曜日
を閉所する場合

月に３日以上
土曜日を閉所す

る場合

全ての土曜日を
閉所する場合

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100

× 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 7/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 9/100

× 4/100 × 6/100 × 8/100

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

(⑤＋⑥＋
　　⑧-⑬)

× 4/100 × 6/100 × 8/100
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加算部分２

除雪費加算 ⑱ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

降灰除去費加算 ⑲ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

施設機能強化推進費加算 ⑳ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

　

（ ＋ ）

（ ＋ ）

　

第三者評価受審加算 ㉒ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

※以下の区分に応じて、各月初日の利用子どもの単価に加算
　Ａ：Bを除き栄養士を雇用契約等により配置している施設
　Ｂ：基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる
　　　職員が栄養士を兼務している施設
　Ｃ：A又はBを除き、栄養士を嘱託等している施設

処遇改善等加算Ⅱ ⑯
※１　各月初日の利用子どもの単価に加算
※２　人数Ａ及び人数Ｂについては、別に定める

6,090

冷暖房費加算 ⑰

　以下の加算を合算した額を各月初日の利用子ども数で除
した額

・処遇改善等加算Ⅱ－① 48,860 × 人数Ａ

・処遇改善等加算Ⅱ－② 6,110 × 人数Ｂ

Ｃ
÷各月初日の利用子ども数

150,000÷３月初日の利用子ども数

※以下の区分に応じて、各月の単価に加算
　１級地から４級地：国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和
　　　　　　　　　　２４年法律第２００号）第１条第１号及び第
　　　　　　　　　　２号に掲げる地域
　そ の 他  地  域：１級地から４級地以外の地域

２ 級 地 1,580 そ の 他 地 域 110

３ 級 地 1,560

1,230１ 級 地 1,780 ４ 級 地

152,680÷３月初日の利用子ども数

9,000

160,000（限度額）÷３月初日の利用子ども数

栄養管理加算 ㉑

Ａ

基本額 処遇改善等加算Ⅰ

69,160 690×加算率

÷各月初日の利用子ども数

Ｂ

基本額 処遇改善等加算Ⅰ

50,000 500×加算率

÷各月初日の利用子ども数

基本額
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（注） （注） （注） （注）

① ② ③ ④ ⑦

従業員枠の
子どもの場

合

⑥ ⑥

⑥×84/100

⑥×84/100

⑥×84/100

⑥×84/100
12/100
地域

3,440 (4,170) ×加算率

 5人
　まで

3号

１､２歳児 366,110 (439,850) 355,010 (428,750) ＋ 3,550 (4,280) ×加算率

乳 児 428,750

15/100
地域

437,470 ＋ 4,370 ×加算率 4,260 ×加算率

13人
　から
19人
　まで

＋

＋ 4,280 ×加算率 4,170 ×加算率439,850

16/100
地域

 5人
　まで

3号

１､２歳児 373,070 (448,570) 361,970 (437,470) ＋ 3,620 (4,370) ×加算率 3,510 (4,260) ×加算率

201,120 (276,620) 1,950 (2,700) ×加算率 1,900

(2,250) ×加算率

207,050

 5人
　まで

3号

１､２歳児 375,390 (451,480) 364,290 (440,380) ＋ 3,640 (4,400) ×加算率 3,530 (4,290) ×加算率

乳 児

(283,140)

235,920

440,380 ＋ 4,400 ×加算率

278,520 2,720

202,430 (278,520) 1,960

×加算率 1,490

2,280 ×加算率 2,250

463,100 452,000 ＋ 4,520 ×加算率 4,410 ×加算率

212,290 (290,730)

451,480 4,290 ×加算率

2,010 (2,790) ×加算率 1,970

242,450 ×加算率

 5人
　まで

3号

１､２歳児 384,660 (463,100) 373,560 (452,000) ＋ 3,740 (4,520) ×加算率 3,630 (4,410) ×加算率

乳 児

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

保育必要量区分⑤

⑧ ⑧

＋

＋

＋

保育標準時間認定 保育短時間認定

207,670 (286,110)

(245,370) 164,010 (242,450) (2,310) ×加算率

20/100
地域

2,340 ×加算率 2,310

(2,750) ×加算率

乳 児 290,730

13人
　から
19人
　まで

＋乳 児 245,370

1,560

3号

１､２歳児 166,930

×加算率

(2,340) ×加算率 1,530

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

保育標準時間認定 保育短時間認定

基本分単価 基本分単価

処遇改善等加算Ⅰ

286,110 2,790 ×加算率 2,750

乳 児 283,140 ＋

(2,720) ×加算率 1,910＋

×加算率 2,670

×加算率

1,520 (2,280)

(2,670) ×加算率

×加算率

13人
　から
19人
　まで

＋

＋

3号

１､２歳児 162,750 (238,840) 159,830 (235,920)

乳 児 238,840

乳 児 448,570

2,650

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 161,710 (237,210)

276,620 2,700

1,510158,790 (234,290)

234,290 2,260 ×加算率乳 児 237,210

(2,260)

3号

１､２歳児 205,740 (281,240)

乳 児 281,240

＋

＋

1,480

＋

(2,650) ×加算率

×加算率 ×加算率

2,230

×加算率

1,910

×加算率 2,590

(2,640) ×加算率 1,860 (2,590) ×加算率

×加算率

(2,230) ×加算率

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児 201,820 (275,560)

乳 児 275,560 270,930 2,640

１､２歳児 158,580 (232,320) 155,660 (229,400)
13人
　から
19人
　まで

3号

乳 児 232,320 229,400

＋

197,190 (270,930)

1,480 (2,210)

＋

×加算率 1,450＋

＋

×加算率

×加算率

2,210 ×加算率 2,180

(2,180)

×加算率
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① ② ③ ④

12/100
地域

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

15/100
地域

13人
　から
19人
　まで

16/100
地域

 5人
　まで

3号

１､２歳児

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

乳 児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

3号

１､２歳児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

3号

１､２歳児

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

１､２歳児
13人
　から
19人
　まで

3号

乳 児

（注） (注)

～　210人 267,500 2,670×加算率

　 211人～　279人 286,400 2,860×加算率

　 280人～　349人 324,300 3,240×加算率

 　350人～　419人 362,200 3,620×加算率

　 420人～　489人 400,200 4,000×加算率

 　490人～　559人 438,100 4,380×加算率 各月初日の

　 560人～　629人 476,000 4,760×加算率 利用子ども数

　 630人～　699人 513,900 5,130×加算率

 　700人～　769人 551,800 5,510×加算率

 　770人～　839人 589,700 5,890×加算率

　 840人～　909人 627,700 6,270×加算率

 　910人～　979人 665,600 6,650×加算率

　 980人～1,049人 703,500 7,030×加算率

 1,050人～ 741,400 7,410×加算率

～　210人 260,700 2,600×加算率

　 211人～　279人 279,300 2,790×加算率

　 280人～　349人 316,700 3,160×加算率

 　350人～　419人 354,000 3,540×加算率

　 420人～　489人 391,300 3,910×加算率

 　490人～　559人 428,700 4,280×加算率 各月初日の

　 560人～　629人 466,000 4,660×加算率 利用子ども数

　 630人～　699人 503,300 5,030×加算率

 　700人～　769人 540,700 5,400×加算率

 　770人～　839人 578,000 5,780×加算率

　 840人～　909人 615,300 6,150×加算率

 　910人～　979人 652,700 6,520×加算率

　 980人～1,049人 690,000 6,900×加算率

 1,050人～ 727,300 7,270×加算率

～　210人 259,000 2,590×加算率

　 211人～　279人 277,300 2,770×加算率

　 280人～　349人 314,100 3,140×加算率

 　350人～　419人 350,800 3,500×加算率

　 420人～　489人 387,600 3,870×加算率

 　490人～　559人 424,300 4,240×加算率 各月初日の

　 560人～　629人 461,100 4,610×加算率 利用子ども数

　 630人～　699人 497,800 4,970×加算率

 　700人～　769人 534,600 5,340×加算率

 　770人～　839人 571,300 5,710×加算率

　 840人～　909人 608,100 6,080×加算率

 　910人～　979人 644,800 6,440×加算率

　 980人～1,049人 681,600 6,810×加算率

 1,050人～ 718,300 7,180×加算率

～　210人 254,000 2,540×加算率

　 211人～　279人 272,000 2,720×加算率

　 280人～　349人 308,200 3,080×加算率

 　350人～　419人 344,400 3,440×加算率

　 420人～　489人 380,500 3,800×加算率

 　490人～　559人 416,700 4,160×加算率 各月初日の

　 560人～　629人 452,900 4,520×加算率 利用子ども数

　 630人～　699人 489,000 4,890×加算率

 　700人～　769人 525,200 5,250×加算率

 　770人～　839人 561,400 5,610×加算率

　 840人～　909人 597,500 5,970×加算率

 　910人～　979人 633,700 6,330×加算率

　 980人～1,049人 669,900 6,690×加算率

 1,050人～ 706,000 7,060×加算率

⑪ ⑫

240×加算率

44,600

＋

＋

＋ 390×加算率＋

⑩

　障害児保育加算
※特別な支援が必要な利用子どもの単価に加算

処遇改善等加算Ⅰ

休日保育の年間延べ利用子ども数

÷

÷

休日保育の年間延べ利用子ども数

÷

休日保育の年間延べ利用子ども数

＋

＋

＋

＋

休日保育の年間延べ利用子ども数

＋ ＋ ÷

＋

＋

×加算率

44,600 ＋ 390×加算率

30,060 ＋ 240×加算率

940×加算率

(73,740)

99,850 ＋

＋ 73,740 730

390×加算率

30,060 ＋ 240×加算率

940×加算率

＋

＋

＋

1,520

＋ 940×加算率

×加算率

44,600 ＋

(76,090)

76,090

＋ 151,000 (75,500)

750 ×加算率

＋

(760)

99,850

1,520 (760) ×加算率

1,560

(780) ×加算率

×加算率

＋ 78,440

＋ 76,090

＋

(780) ×加算率

＋ 99,850 ＋ 940×加算率

780 ×加算率

＋ 156,880 (78,440)

×加算率

780 ×加算率＋ 78,440

78,440 780

(78,440) 1,560

処遇改善等
加算Ⅰ

休日保育加算 夜間保育加算

処遇改善等
加算Ⅰ

＋ 156,880 (78,440) 1,560 (780)

760

＋

＋ 156,880

152,180

＋ 152,180

×加算率＋ 76,090

×加算率

(76,090) 1,520 (760)

30,060

＋ 152,180 (76,090)

＋

760 ×加算率

760 ×加算率

＋

＋ 147,480

1,510 (750) ×加算率

＋ 75,500

＋ 151,000 (75,500) 1,510 (750) ×加算率

＋ 151,000 ×加算率

＋ 75,500

240×加算率

1,510 (750)

44,600 ＋ 390×加算率

750 ×加算率

30,060

750

＋

×加算率

1,470 (730) ×加算率

99,850 ＋

730 ×加算率

147,480 (730) ×加算率

＋ 75,500

＋

＋

＋

(73,740) 1,470

(75,500)

(73,740)

＋ 73,740

＋

73,740＋

＋ 147,480

730

1,470 (730) ×加算率

×加算率

＋
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① ② ③ ④

12/100
地域

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

15/100
地域

13人
　から
19人
　まで

16/100
地域

 5人
　まで

3号

１､２歳児

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

乳 児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

3号

１､２歳児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

3号

１､２歳児

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

１､２歳児
13人
　から
19人
　まで

3号

乳 児

標　準 都市部 標　準 都市部

⑮ ⑯

1,900

6,600 7,200

2,700 3,000

1,700 1,900

6,600 7,200

2,700 3,000

1,700 1,900

10,100 11,200

ｃ地域 8,800 9,800

ｄ地域

＋ ＋

ａ地域 18,300 20,400

ｂ地域 10,100 11,200

ｃ地域 8,800 9,800

ｄ地域 7,900 8,700

1,700 1,900

6,900 7,700

ｄ地域 6,200 6,900

2,700 3,000

ａ地域 14,400 16,100

ｂ地域 7,900 8,800

ｃ地域 6,900 7,700

ｄ地域 6,200 6,900

ｄ地域 6,200 6,900

＋ ＋

ａ地域 28,800 32,100

ｂ地域 15,900 17,700

ｃ地域 13,800 15,400

ｄ地域 12,400 13,800

6,600 7,200

20,400

＋ ＋

ａ地域 28,800 32,100

ｂ地域 15,900 17,700

ｃ地域 13,800 15,400

ｄ地域 12,400 13,800

＋ ＋

ａ地域 18,300

ｂ地域 10,100 11,200

ｃ地域 8,800 9,800

ｄ地域 7,900 8,700

減価償却費加算 賃借料加算

加算額 加算額

⑬ ⑭

＋ ＋

ａ地域 28,800 32,100

ｂ地域 15,900 17,700

ｃ地域 13,800 15,400

ｄ地域 12,400 13,800

6,600 7,200

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

× 9/100

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

× 9/100

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

× 9/100

連携施設を
設定しない

場合

食事の提供につい
て自園調理又は連
携施設等からの搬
入以外の方法によ

る場合

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ 4,930

－ 2,050

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑫)

× 9/100

90,710

950×加算率

240×加算率

＋

－

－ 4,930

－ 2,050

－ 1,290

× 9/100

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

× 9/100

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

× 9/100

× 9/100

＋ ＋

ａ地域 18,300 20,400

ｂ地域 10,100 11,200

ｃ地域 8,800

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

× 8/100
－ 2,050

－ 1,290

－ 4,930

ｂ地域 7,900

－ 87,990

－

－1,290

＋ 900×加算率

－ 91,610

＋

＋

× 8/100

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

9,800

ｄ地域 7,900 8,700

＋ ＋

ａ地域 14,400 16,100

8,800

ｃ地域 6,900 7,700

ｄ地域 6,200 6,900

－ 25,060

2,700 3,000

1,700

95,230－－ 4,930

⑰

－ 39,680 ＋ 390×加算率

250×加算率

－ 38,170 ＋ 380×加算率

24,100

処遇改善等
加算Ⅰ

管理者を配置していない場合

910×加算率

× 9/100

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

(⑥(⑦)
＋⑧＋⑬)

× 8/100

－ 2,050

－

13,800 15,400

ｄ地域

＋ ＋

ａ地域 14,400 16,100

ｂ地域 7,900 8,800

ｃ地域 6,900 7,700

＋

ａ地域 28,800 32,100

ｂ地域 15,900 17,700

ｃ地域

12,400 13,800

＋

＋

＋ 870×加算率

－ 37,790 ＋ 370×加算率

23,870 ＋ 230×加算率－＋ ＋

ａ地域 18,300 20,400

ｂ地域

＋ ＋

7,900 8,700

－ 36,660 ＋ 360×加算率

－ 1,290

＋ ＋

ａ地域 14,400 16,100

ｂ地域 7,900 8,800

ｃ地域

－ 23,150 ＋ 230×加算率
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① ② ③ ④

12/100
地域

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

15/100
地域

13人
　から
19人
　まで

16/100
地域

 5人
　まで

3号

１､２歳児

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

 5人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

地域
区分

定員
区分

認定
区分

年齢区分

20/100
地域

乳 児

13人
　から
19人
　まで

乳 児

3号

１､２歳児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

13人
　から
19人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

3号

１､２歳児

乳 児

 6人
　から
12人
　まで

3号

１､２歳児

乳 児

１､２歳児
13人
　から
19人
　まで

3号

乳 児

⑲

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 6/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 6/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 6/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 6/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 6/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 6/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 6/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 6/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 4/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 4/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 4/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 4/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 4/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 5/100

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

土曜日に閉所する場合

月に１日土曜日を
閉所する場合

月に２日土曜日を
閉所する場合

月に３日以上土曜日
を閉所する場合

全ての土曜日を閉
所する場合

⑱

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 3/100

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 1/100

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 2/100

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 2/100

× 1/100

× 1/100

× 1/100

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 2/100
－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 2/100

× 2/100

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 2/100
－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

－

(⑥(⑦)＋⑧
＋⑨＋⑫-⑰)

× 2/100

× 1/100

(⑥～⑱)

× 61/100

(⑥～⑱)

× 82/100

(⑥～⑱)

× 61/100

(⑥～⑱)

× 82/100

定員を恒常的に超
過する場合

(⑥～⑱)

× 59/100

(⑥～⑱)

× 82/100

(⑥～⑱)

× 61/100

(⑥～⑱)

× 82/100
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加算部分２

÷ 各月初日の利用子ども 数

÷ 各月初日の利用子ども 数

除雪費加算 ㉒ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

降灰除去費加算 ㉓ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

施設機能強化推進費加算 ㉔ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

（ ＋ ）

（ ＋ ）

第三者評価受審加算 ㉖ ※３月初日の利用子どもの単価に加算

※以下の区分に応じて、各月初日の利用子どもの単価に加算
Ａ：Bを除き栄養士を雇用契約等により配置している施設
Ｂ：基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる

職員が栄養士を兼務している施設
　Ｃ：A又はBを除き、栄養士を嘱託等している施設

76,960 760×加算率

÷各月初日の利用子ども数

Ｃ
基本額

10,000 ÷各月初日の利用子ども数

Ｂ

基本額 処遇改善等加算Ⅰ

50,000 500×加算率

÷各月初日の利用子ども数

冷暖房費加算 ㉑

１ 級 地

（ 注 ）年度の初日の前日における満年齢に応じて月額を調整

6,090

152,680÷３月初日の利用子ども数

160,000（限度額）÷３月初日の利用子ども数

150,000÷３月初日の利用子ども数

1,780 ４ 級 地

栄養管理加算 ㉕

Ａ

基本額 処遇改善等加算Ⅰ

※１　各月初日の利用子どもの単価に加算
※２　人数Ａ及び人数Ｂについては、別に定める
※３　利用定員が６人以上の場合には（算式１）を適用し、利用定員
が

５人以下の場合には（算式２）のＡ若しくはＢのいずれかとす
る

※以下の区分に応じて、各月の単価に加算
１級地から４級地：国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和

２４年法律第２００号）第１条第１号及び第
２号に掲げる地域

　そ の 他  地  域：１級地から４級地以外の地域

２ 級 地 1,580 そ の 他 地 域 110

３ 級 地 1,560

1,230

　以下の加算を合算した額を各月初日の利用子ども数で
除した額とする。

Ｂ：処遇改善等加算Ⅱ－②

Ａ：処遇改善等加算Ⅱ－①

（算式２）

・処遇改善等加算Ⅱ－① 48,860

6,110

48,860

（算式１）

⑳処遇改善等加算Ⅱ

× 人数Ａ

・処遇改善等加算Ⅱ－② 6,110 × 人数Ｂ

-45-



２ 向上支援費について 

本資料内の単価等は、すべて案となっております。市会での予算議決等を経て確定しま

すので、あらかじめご了承ください。 

保育・教育の質の向上を図るため、国基準を超える職員配置や障害児保育等、保育の実施

内容に応じ、国の公定価格に上乗せして助成します。 

助成項目（単価は基本的に月額です） 

１－(1) 職員配置加算（２号・３号） 

保育時間（11時間）において市基準の保育教諭配置を確保するための経費です。 

横浜市の保育教諭配置基準 

児童の年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳以上児 

児童：保育教諭 ３：１ ４：１ ５：１ １５：１ ２４：１ 

加配分の考え方 

１歳児 ２歳児 ４歳以上児 

国基準 ６：１ ６：１ ３０：１ 

市基準 ４：１ ５：１ ２４：１ 

※ ３歳児を２０：１から１５：１にするための加算は公定価格に反映されています。 

（１）加算の要件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□横浜市基準の保育教諭配置基準を満たしている。

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書（第１号様式の３） 

（３）単価

児童一人あたり単価（定員等に関わらず一律同額） 

年齢 ※１ 配置加算基礎分 処遇改善等加算Ⅰ分※２ 

１歳児 ３７，８００円 ３７０円 

２歳児 １５，１００円 １５０円 

４・５歳児 ３，７８０円 ３０円 

※１ 年齢は、公定価格と同じく年度初日の前日における満年齢に基づく区分です。 

※２ 処遇改善等加算Ⅰ分は、各単価に施設の平均経験年数と職員の賃金改善及び

キャリアパスの取組状況に応じて決定する加算率（％）を乗じて得た額とします。 
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１－(2) 職員配置加算（休日） ※休日保育実施施設のみ 

休日保育を実施する際、市基準の保育教諭配置を確保するための経費です。 

（１）加算の要件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□休日保育実施施設として横浜市に届出をしており、日曜日、国民の祝日および休日

に横浜市基準の保育教諭を配置している場合に加算します。

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書（第１号様式の３） 

休日保育実施兼加算適用届出書（第 10号様式） 

（３）単価

公定価格の休日保育の加算額の休日等に保育を利用する年間延べ利用子ども数に

応じた単価とする。 

※加算率は、公定価格の加算率とします。

休日保育の年間延べ 

利用子ども数（人） 

職員配置加算 

単価（円） 
処遇改善等加算分（円） 事業費分（円） 

～ 210 80,580 760 ×加算率 8,400 

211 ～ 279 86,320 820 ×加算率 11,160 

280 ～ 349 97,880 920 ×加算率 13,960 

350 ～ 419 109,440 1,030 ×加算率 16,760 

420 ～ 489 121,000 1,140 ×加算率 19,560 

490 ～ 559 132,550 1,250 ×加算率 22,360 

560 ～ 629 144,110 1,360 ×加算率 25,160 

630 ～ 699 155,640 1,470 ×加算率 27,960 

700 ～ 769 167,190 1,580 ×加算率 30,760 

770 ～ 839 178,750 1,690 ×加算率 33,560 

840 ～ 909 190,310 1,800 ×加算率 36,360 

910 ～ 979 201,870 1,910 ×加算率 39,160 

980 ～ 1,049 213,430 2,020 ×加算率 41,960 

1,050 ～ 224,950 2,130 ×加算率 42,000 
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２ 連携施設受諾促進加算 

地域型保育事業の卒園後の進級先の確保や保育の助言・相談、合同保育、行事参加、園

庭開放等の保育内容の支援等の連携を促進するため、雇用費等の経費の一部に充当するた

めの助成です。 

（１）加算の要件

横浜市内の地域型保育事業と連携している場合のみ対象となります。（横浜保育室

や横浜市以外の地域型保育事業との連携している場合は対象となりません。） 

下記の要件（ア、イ、ウ）、（ア、イ）又は（ア）を満たす場合に加算します。 

□ア 連携施設児童の卒園後の受入枠を設定している

□イ 保育内容の支援を行っている（以下のうち３項目以上該当する）

・必要に応じて連携施設の代替保育を実施することとしている

・事業者からの相談に応じ、保育に関する助言を行うなど、必要な支援を行う

・施設の状況に応じ、連携施設に対して施設や園庭を開放する

・連携施設の児童に対して、集団における活動の体験や児童同士の関係づくりの

一環として交流保育等を実施する

・連携施設の児童の健康診断や健康管理に関して、必要な支援を行う

・連携施設との合同研修・職員交流を実施する

・連携施設への給食の提供を実施している

□ウ ３号認定の保育を実施している

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書（第１号様式の３） 

連携実施（変更）届出書（第３号様式の３） 
年度初めの請求時に提出及び支給

条件に変更がある場合にも提出 

地域型保育事業者と締結した連携に関する覚書

（写） 

年度初めの請求時に提出及び支給

条件に変更がある場合にも提出 

※上表の書類は、上記要件（受入等）を実施する側が提出する書類です。

（３）単価（※複数施設と連携している場合も１施設あたりの助成額は同じです。）

要件ア、イ、ウ全てに該当する場合 Ａ区分：２２９，５００円

要件ア、イ両方に該当する場合   Ｂ区分： ８５，０００円

要件アのみに該当する場合     Ｃ区分： ５７，４００円
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３ 保育者業務支援事業費助成 

保育士等の業務負担の軽減を図る施設に対し、保育業務の負担軽減につながる取組（保

育支援者の雇用等）や保育・教育の充実のために活用できる経費を助成します。 

（１）加算の要件

以下の要件を満たしている施設に加算します。

□月の初日に利用児童が１人以上いる。

□保育支援者（保育士等の業務を支援する者）（注１）を施設に配置し、保育支援者が

保育士等の負担軽減に資する業務に従事している（注２）。

□業務の効率化など、保育士等の業務負担軽減に取り組んでいる。

□子どものための教材の購入など、保育・教育の充実に努めている。

（注１）「保育支援者」とは、保育に係る周辺業務を行う保育士資格又は幼稚園教諭免

許を有しない者をいいます（保育補助者を除く）。 

（注２）保育支援者の行う業務の内容の例示 

・事務業務 ・保育整備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃

・給食の配膳・あとかたづけ ・寝具の用意・あとかたづけ

・外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳

・園外活動時の見守り ・その他、保育士の負担軽減に資する業務

※ 『雇用状況表』の他の項目に記載の者及び『高齢者等活躍促進加算月別雇用時間

内訳表』（旧：『入所児童処遇特別加算月別雇用時間内訳表』）の対象者と重複し

ないこと。

※ 保育支援者が事務業務を行う場合、基本分単価に含まれる事務職員に加え、別途

保育支援者を配置していること。また、「事務職員配置加算」、「事務負担対応加

配加算」、「保育者業務支援事業費助成」の順に適用すること。

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

雇用状況表（第２号様式の３） 
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（３）単価

１号 

助成額【月額】 

定員 25人以下 定員 45人以下 定員 60人以下 定員 90人以下 定員 120人以下 

25,000円 37,500円 50,000円 75,000円 100,000円 

定員 150人以下 定員 180人以下 定員 240人以下 定員 300人以下 定員 301人以上 

125,000円 150,000円 175,000円 200,000円 225,000円 

２・３号

助成額【月額】 

定員 25人以下 定員 45人以下 定員 60人以下 定員 90人以下 定員 120人以下 

50,000円 75,000円 100,000円 150,000円 200,000円 

定員 150人以下 定員 180人以下 定員 240人以下 定員 300人以下 定員 301人以上 

250,000円 300,000円 350,000円 400,000円 450,000円 

※１号と２・３号それぞれの利用定員数に応じて助成します。
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４－(1) 食育推進助成 

創意工夫による食育を推進し、子どもの発達や栄養状況などの健康面に配慮した安全で

安心な食事の提供をするため、自園調理を行う園に対して助成します。 

（１）加算の要件

以下の各要件を満たす施設に加算します。（加算要件は①と②で異なります）

① 自園調理している場合の利用定員に応じた助成

□自園調理していること

※自園で調理員を雇用し、調理を実施していること、又は調理業務委託により、自

園の施設内で調理していることが必要となります。ただし、外部搬入による給食

の提供は、加算の対象外となります。

※２・３号については、開所日全てにおいて自園調理している必要があります。

② 栄養士を雇用している場合の格付け加算

□利用定員が 41人以上で、１か月あたりの所定労働時間が 120時間以上の栄養士を

雇用していること 

※常勤換算はなく、１人で月の所定労働時間が 120時間以上の栄養士が対象です。

※加算を受けることができる栄養士の人数は、利用定員 41～150人までは１人、151

人以上は２人が上限です。

※派遣による雇用も助成対象です。

※①の加算を調理業務委託で受けている場合は、委託している人が栄養士だとして

も、②の栄養士を雇用している場合の格付け加算は対象外となります。

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

雇用状況表 

（第２号様式の３） 

（３）単価

【１号】 

① １号の利用定員数に応じて、調理人等を雇用するための経費の助成

単価は週１日当たりのもので、週当たり自園調理実施日数を掛けた額を助成。 

・利用定員４０人まで １５，２５０円 １人分 

・利用定員４１～９０人まで ３０，５００円 ２人分 

・利用定員９１人～１５０人まで ３８，１２０円 ２．５人分 

・利用定員１５１人以上 ４５，７５０円 ３人分 
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【２号・３号】 

① ２号・３号の利用定員数に応じて、調理人等を雇用するための経費の助成 

 ・利用定員４０人まで ９１，５００円 １人分 

・利用定員４１～９０人まで １８３，０００円 ２人分 

・利用定員９１人～１５０人まで ２２８，７５０円 ２．５人分 

・利用定員１５１人以上 １８３，０００円 ２人分 

 

【施設全体】 

② 施設全体の利用定員数に応じ、栄養士の格付け加算を助成 

 １人あたり３５，２００円 

・利用定員４１～１５０人までは、１人まで 

・利用定員１５１人以上は、２人まで 

※栄養士の格付け加算は１人分が公定価格化されたため、公定価格分を差し

引き、２人分から助成 

 

４－(2) 食育推進助成（休日） ※休日保育実施施設【２・３号】のみ 

休日保育を行う際に、自園調理を行うための助成です。 

 

（１）加算の要件 

 以下の要件を満たす施設に加算します。 

□休日保育実施施設として横浜市に届出をしており、休日保育において、自園調理を

行っている。 

※自園で調理員を雇用する以外に、調理業務委託により、自園の施設内で調理してい

る場合も助成対象（外部搬入及び弁当持参の場合は不可）とします。 

 

（２）加算の認定  

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

 

 

休日保育実施兼加算適用届出書 

（第 10号様式） 

 

 

 

（３）単価 

（月額 １施設あたり） ２９,６４０円 
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５ アレルギー児童対応費 

食物アレルギー等の児童を安全に保育するために職員を雇用する等、体制を整えるため

の経費です。利用定員に対するアレルギーの「生活管理指導表」が提出されている児童の

割合に応じて、加算します。 

（１）加算の要件

以下の要件を全て満たす施設に加算します。

□アレルギー対応マニュアルを作成し(※１)、マニュアルに沿って対応していること

□アレルギー児童の生活管理指導表(※２)が提出されていること

□利用定員に対する対象児童（月初日時点）の割合が１％（小数点以下切り上げ）以

上であること

※１ 本市作成の『保育所における食物アレルギー対応マニュアル』でも可です。

※２ 生活管理指導表は、『保育所における食物アレルギー対応マニュアル』に規定

された様式で、全施設・事業共通です。 

※ 生活管理指導表の提出日の属する月の翌月（ただし、提出日が月初日の場合、当

月）から対象児童とします。 

例 提出日が４月１日の場合は４月から対象、４月２日の場合は５月から対象 

※ アレルギー対応が解除となった児童についても、区役所へ報告を行ってください。 

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

①施設が所在する区福祉保健センターこども家庭支援課へ提出する書類

必要書類 備考 

アレルギー児童数報告書（原本）

（第２号様式） 

当月 15日までに提出 

※令和２年４月分については、下記期限

までに提出 

・アレルギー児童数報告書…令和２年４月末 

・生活管理指導表…令和２年３月末

※保護者との協議を通じて１年に１回以

上見直しが行われているかご確認くださ

い。 

アレルギー疾患生活管理指導表（写）

②こども青少年局保育・教育運営課給付担当へ提出する書類

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

アレルギー児童数報告書（写）

（第２号様式） 

区福祉保健センターへ提出したものの写し 

※令和２年４月分については、４月末までに

提出 
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（３）単価

施設全体の利用定員に占めるアレルギー児童の割合により単価が異なります。

定員１５０人以下 定員１５１人以上 

１～９％ ２６，０００円 ５２，０００円 

１０～１４％ ５２，０００円 ７８，０００円 

１５～１９％ ７８，０００円 １０４，０００円 

２０％～ １０４，０００円 １３０，０００円 

※小数点以下切り上げ
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６ 産休等代替職員雇用費 

施設で定める常勤職員（保育教諭・看護職・栄養士・調理師等）が出産や疾病のため有

給で２週間以上療養する場合、その職員の職務を他の職員に行わせたり、代替職員を雇用

したりするための経費です。 

（１）加算の要件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□施設で定める常勤職員（保育教諭・看護職・栄養士・調理師等）が、年次有給休暇

ではない産休・病休を有給（全額支給）で取得し、期間が２週間以上継続すること

※助成対象の病休期間は最大で 90日までです。

※令和２年４月１日以降の休暇・療養期間が対象になります。

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書（第１号様式の３） 

産休等代替職員雇用費実績報告書（第４号様式） 

産休等職員の賃金の全額を支給することが

わかる就業規則又は労働契約書の写し 

産休等職員の雇用契約書等の写し等 

雇用形態、勤務形態、勤務日数、勤務時間等
がわかるもの（雇用契約書の写しでわからな
い場合は、休養前のシフト表等を追加で提
出） 

産休等職員の妊娠証明書、医師の診断書又

は母子健康手帳の写し 

出産予定日又は療養が必要な期間の記載の

あるもの 

出産日を証する書類 【産休の場合のみ】母子健康手帳でも可 

産休等職員の休業期間中に賃金を全額支払

ったことがわかるもの 

【注意】請求は休暇・療養期間が終了してから行います。ただし、休暇・療養期間が

年度をまたぐ場合は、年度ごとに請求します。 

例）休暇・療養期間が３月１日から４月 28日の場合 

 ３月１日から３月 31 日の分は、３月分として請求します。４月１日から４月 28

日の分は、４月分として請求します。 

（３）単価

休暇・療養している職員の休暇・療養前の勤務実態及び資格種別に応じた助成です。 

資格種別 単価（時給） 

幼稚園教諭・保育士 １，２２４円 

看護職・栄養士・調理師 １，１５６円 

無資格（上記以外） １，０５６円 
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７－(1) 障害児等受入加算 

「横浜市障害児等の保育・教育実施要綱」に基づき、障害児や特別支援児童、医療的ケ

アが必要な児童の保育・教育に必要な保育教諭を加配するための経費です。

※園からの申請を受け、区福祉保健センターが対象児童を認定してから初めて請求可能と

なります。

（１）加算の要件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□障害児保育教育対象児童、特別支援対象児童又は医療的ケア対象児童として区福祉

保健センターから認定されている児童が在籍している。

※ 『障害児保育教育対象児童等加配区分認定（変更）通知書（写）』または『医療

的ケア対象児童認定（変更）決定通知書（写）』の加配区分開始日の属する月の翌

月（ただし、加配区分開始日が月の初日であった場合は、当月）から助成します。 

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

障害児保育教育対象児童等加配

区分認定（変更）通知書（写） 

【障害児・特別支援児の場合のみ】 

区福祉保健センターより送付された通知の写し 

医療的ケア対象児童認定（変更）

決定通知書（写） 

【医療的ケア対象児童の場合のみ】 

区福祉保健センターより送付された通知の写し 

（３）単価

対象児童の障害等の程度の判定と、保育を必要とする時間の区分により単価設定

対象児童の入所日・退所日に応じて日割りします。

１号認定 ２・３号認定 

（標準時間認定） 

２・３号認定 

（短時間認定） 

重度（１：１） １４３,５００円 ３１５,６００円 ２２９,５００円 

中度（２：１） １１２,９００円 ２４８,３００円 １８０,６００円 

軽度（３：１） ７３,３００円 １６１,２００円 １１７,２００円 

特別支援 ４３,５００円 ９５,７００円 ６９,６００円 

※対象児童１人あたりの単価となります。
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７－(2) 障害児等受入加算（休日）  ※休日保育実施施設【２・３号】のみ 

休日保育実施施設として横浜市に届出をしており、休日保育において「横浜市障害児等

の保育・教育実施要綱」に基づき、区福祉保健センターが認定した障害児や特別支援児童、

医療的ケアが必要な児童の保育に必要な保育教諭を加配するための経費です。 

 

（１）加算の要件 

以下の要件を満たす施設に加算します。 

 

□区福祉保健センター長が認定した障害児保育教育対象児童、特別支援対象児童又は

医療的ケア対象児童を休日保育していること。 

 

（２）加算の認定 

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

 

 

障害児保育教育対象児童等加配区分

認定（変更）通知書（写） 

【障害児の場合のみ】 

区福祉保健センターより送付された通知の写し 

医療的ケア対象児童認定（変更）決

定通知書（写） 

【医療的ケア対象児童の場合のみ】 

区福祉保健センターより送付された通知の写し 

休日保育利用児童報告書  

 

（３）単価 

対象児童の障害等の程度の判定と、保育を必要とする時間の区分により単価設定 

  重度（１：１） 中度（２：１） 軽度（３：１） 特別支援 

標準時間 102,250円 80,440円 52,220円 31,000円 

短時間 74,350円 58,510円 37,970円 22,550円 
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８ 被虐待児童対応費 

虐待が疑われ認定こども園等を利用する児童で、保育教諭加配が必要と区福祉保健セン

ター長が認める場合に助成します。

（１）加算の要件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□区福祉保健センター長が被虐待児童と認めた児童が在籍している。

※『被虐待児保育教育対象児童認定（変更）決定通知書』の加配区分開始日の属する

月の翌月（ただし、加配区分開始日が月の初日であった場合は、当月）から助成し

ます。

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

被虐待児保育教育対象児童認定（変更） 

決定通知書（写） 

区福祉保健センターより送付された通知

の写し 

（３）単価

認定区分により単価設定。対象児童の入所日・退所日に応じて日割りします。

１号 １４３，５００円 

２号・３号 ２２９，５００円 

※対象児童１人あたりの単価となります。
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９ 看護職雇用加算 

看護職（看護師、保健師、助産師、准看護師）の職員を雇用している場合に、保育教諭

の雇用経費との差額相当分（格付け加算）を助成します。 

対象：看護師（常勤・非常勤）、保健師（常勤・非常勤）、助産師（常勤・非常勤） 

准看護師（常勤・非常勤） 

（１）加算の条件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□月 120 時間以上勤務の常勤の看護師、保健師、助産師、准看護師を雇用している。

または月 75 時間以上勤務の非常勤の看護師、保健師、助産師、准看護師を雇用し

ている。

※派遣職員も助成対象です。１人で月の所定労働時間が 75 時間以上又は 120 時間以

上の看護職が対象です。

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

雇用状況表 

（第２号様式の３） 

（３）単価

１園あたり 

看護職格付け経費 

（看護師・保健師・助産師・准看護師） 

（常勤） ８９，６００円 

（非常勤）５７，６００円 
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10 医療的ケア対応看護師雇用費 

医療的ケアが必要な児童のためにすでに看護職が配置されている施設に、さらに非常勤

看護職を配置するための経費です。１号部分と２号・３号部分でそれぞれ１人分を上限に

助成します。 

 

（１）加算の要件 

以下の要件を全て満たす施設に加算します。 

 

□区福祉保健センター長が医療的ケア対象児童と認めた児童が在籍している。 
□看護職（月 120時間以上の勤務契約）を雇用し、かつ１か月あたりの所定労働時間

が 40時間以上の医療的ケア対応看護職を雇用している。 
 

（２）加算の認定 

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。 

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

 

 

雇用状況表 

（第２号様式の３） 

 

 

医療的ケア対象児童認定（変更） 

決定通知書（写） 
区福祉保健センターより送付された通知の写し 

 

（３）単価 

１施設あたり 
１号 ５６，０００円 

２号・３号 ８９，５００円 
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11 外国人児童保育事業助成 

外国人児童の処遇向上のため、保育教諭を雇用するための経費です。 

（１）加算の要件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□利用定員に対する外国人児童（保護者のどちらかが外国籍）の割合が 20％以上（小

数点以下切り捨て）である。

□「40％～」の単価の助成を受ける場合、市基準保育教諭配置数に加え保育教諭が配

置されていること

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

①施設が所在する区福祉保健センターこども家庭支援課へ提出する書類

必要書類 備考 

外国人児童数報告書（原本） 

（第１号様式） 

②こども青少年局保育・教育運営課給付担当へ提出する書類

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

雇用状況表 

（第２号様式の３） 

外国人児童報告書（写） 

（第１号様式） 
区福祉保健センターへ提出したものの写し 

（３）単価

外国人児童の入所率 

２０％～３９％ ２２９，５００円 

４０％～ ４５９，０００円 
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12 保育補助者雇用経費【幼保連携型のみ】 

「保育補助者」を雇用する場合の経費助成です。 

（１）加算の要件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□保育補助者を月 150時間以上雇用している。

□園内研修等を受けさせるなど、保育補助者の知識及び技能の習得に努めている。

□保育補助者に保育士資格の取得を促している。

□向上支援費加算状況等届出書（第１号様式の３）の【実施計画①】（保育補助者の

業務内容）と【実施計画②】（保育補助者の配置以外で、保育士の勤務環境の改善

に関する取組）に内容を記載している。

※ 「保育補助者」は、保育士資格又は幼稚園教諭免許を持たず、保育教諭として配置基

準に含められない職員

※『雇用状況表』の「４ 請求月初日の職員の雇用状況」①及び②、「８ 食育推進

助成②」、「12 療育支援加算」及び「15 保育者業務支援事業費助成」の対象者並

びに『高齢者等活躍促進加算月別雇用時間内訳表』の対象者と重複しないこと

※ 複数人雇用している場合は、契約している所定労働時間の合計が 150時間以上に

つき１人分とみなします。 

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

雇用状況表 

（第２号様式の３） 

（３）単価

利用定員 100人以下の施設は１人分まで、利用定員 101人以上の施設は２人分まで

１人あたり１８８，０００円

※利用定員は１～３号の合計
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13 ローテーション保育教諭雇用費 

代休等のローテーション保育教諭を確保するための経費を助成します。 

（１）加算の要件

以下の要件を満たす施設に加算します。

□ローテーション保育教諭※が市の配置基準の必要保育教諭及びその他の加算保育

教諭に加えて１名以上配置されている。

※ ローテーション保育教諭数は『雇用状況表』の「１ 請求月初日の保育教諭数（有

資格者のみ）」の「対象保育教諭数」から「２ 国基準の保育教諭数 国基準によ

る保育教諭配置 基準保育教諭数の合計」の人数及び「３ 横浜市基準の保育教諭

数 横浜市の基準による保育教諭配置」、「３ 横浜市基準の保育教諭数 その他加

算の保育教諭」の「外国人児童保育事業助成、延長保育実施加算」の保育教諭数を

除いた人数とします。 

※ 上限人数は各施設の利用定員によって決まります。（最大５人まで）

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書（第１号様式の２） 

雇用状況表（第２号様式の２） 

（３）単価

助成額【月額】 

人数 定員 30人以下 定員 60人以下 定員 90人以下 定員 91人以上 

１人 244,800円 244,800円 244,800円 244,800円 

２人 489,600円 489,600円 489,600円 489,600円 

３人 719,100円 719,100円 719,100円 

４人 948,600円 948,600円 

５人 1,178,100円 

※定員は２・３号の利用定員とします。
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14 保育士育成促進費【幼保連携型のみ】 

保育士資格を有しない保育補助者に対し、保育士資格取得を促し、資格取得後も保育士

として雇用する場合の経費です。 

 

（１）加算の要件 

以下の要件をすべて満たす場合に助成対象として対象者の勤務時間数に応じた金

額を施設に加算します。 

 

□保育補助者雇用経費を活用して雇用していた保育補助者が保育士資格を取得し、継

続して保育士として雇用している 

□上記の対象者が保育補助者として保育士資格取得前の直近３か月以上かつ月６０

時間以上勤務している 

□ローテーション保育士（保育教諭）雇用費の上限人数を超えて、保育士（保育教諭）

が配置されている 

 

【支給対象期間】 

保育士証の登録日の翌月を含む２年度間となります。 

ただし、登録日が１日の場合は当月を含む２年度間となります。 

 

（参考）支給対象期間について 

１ 令和２年３月２日が登録日の場合（登録日の翌月を含むケース） 

令和２年４月から令和４年３月まで 

２ 令和３年２月１日が登録日の場合（登録日の当月を含むケース） 

令和３年２月から令和４年３月まで 

３ 令和３年２月２日が登録日の場合（登録日の翌月を含むケース） 

令和３年３月から令和４年３月まで 

４ 令和３年３月２日が登録日の場合（登録日の翌月を含むケース） 

令和３年４月から令和５年３月まで 
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（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の２） 

雇用状況表 

（第２号様式の２） 

保育士証（写） 

（３）単価

区分 勤務時間 単価【月額】 

Ａ区分 月１６０時間以上 １施設あたり ２４４，８００円 

Ｂ区分 月１２０時間以上 １施設あたり １８３，６００円 

※対象者が複数いる場合には、契約している所定勤務時間の合計が月１６０時間又は

月１２０時間となっていれば請求可。
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15 第三者評価受審費助成 

かながわ福祉サービス第三者評価推進機構の定める評価基準を用いて実施する第三者

評価について、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構が認証する評価機関と締結した

第三者評価契約に係る受審料に適用し、実際に要した額と公定価格における支給額との差

額を支給します。 

（１）加算の要件

以下の要件を全て満たす施設に加算します。

□かながわ福祉サービス第三者評価推進機構の定める評価基準に沿ってかながわ福

祉サービス第三者評価推進機構が認証する評価機関で受審し、結果をホームページで

公表する施設に加算します。 

□公定価格の「第三者評価受審加算」の加算要件を満たしており、令和３年３月分

の請求において、同時に請求を行うこと。

※加算の５年に１回の起算点については、平成27年度又は令和２年度を起算点としま

す。（平成28年度以降の新規開設園は開設した年度を起算点とします。）

（２）加算の認定

加算の認定にあたっては、以下の書類により確認します。

【手続き①申請 令和２年 12月末期限】 

必要書類 備考 

第三者評価受審加算（申請・報告）書 

（第５号様式） 

公定価格「第三者評価受審加算」の

必要書類（様式）と兼用 

【手続き②報告 令和３年３月 16 日期限】 

必要書類 備考 

向上支援費加算状況等届出書 

（第１号様式の３） 

第三者評価受審加算（申請・報告）書 

（第５号様式） 

公定価格「第三者評価受審加算」の 

必要書類（様式）と兼用 

受審費用の支払いに係る領収書（写） 

（３）単価

・１施設につき５年に１回６０万円を上限に助成

・第三者評価受審費は、年額１５万円が公定価格化されたため、上限助成額より公定

価格分を差し引いた額を助成
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３ 延長保育事業について 

子ども・子育て支援新制度においては、２・３号認定児童が利用する給付対象施設・事業者

において、教育・保育給付認定区分に応じた保育時間を超える延長保育を実施することができ

ます。 

１ 保育時間の考え方 

(1) 保育時間（８時間）

保育短時間認定の子どもの最大で利用可能な時間帯で、８時間とします。子どもの生活

リズムや保育カリキュラムを考慮し、概ね児童全員がそろって保育を受ける時間帯とする

ことを基本とします。

(2) 保育時間（11時間）

保育標準時間認定の子どもの最大で利用可能な時間帯で、11時間とします。

(3) 開所時間

延長保育の時間帯を含めた、利用可能な時間帯とします。

２ 延長保育の考え方 

各施設・事業者において、保育時間の考え方に基づき、保育時間（８時間）と保育時間 

（11 時間）を設定していただきます。 

教育・保育給付認定区分によって、延長保育となる時間帯が異なります。 

(1) 「保育短時間」認定の子ども

各施設・事業者が定める保育時間（８時間）を超える前後の時間帯を利用する場合に「延

長保育」となります。 

(2) 「保育標準時間」認定の子ども

各施設・事業者が定める保育時間（11 時間）を超える前後の時間帯を利用する場合に「延

長保育」となります。 

３ 延長保育の実施にあたって 

(1) 職員配置

延長時間帯の保育は、対象児童の年齢・人数に応じた市基準の保育士等を配置すること

とします。なお、「朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例」を適

用する場合はその限りではありません。（詳細は別添ＱＡ３３をご参照ください。） 

(2) 間食・夕食の提供

原則として、間食・夕食の提供は以下のとおりとします。

18時 30分を超えて 19時までの延長保育を必要とする児童には間食を提供します。

19時を超えて 19時 30分までの延長保育を必要とする児童には間食あるいは夕食を提供

します。 

19時 30分を超えて延長保育を必要とする児童には夕食を提供します。 

４ 延長保育事業の実施・変更の届出 

延長保育事業の開始及び変更の際、「横浜市延長保育事業実施（変更）届」を所在区こども

家庭支援課にご提出ください。 

原則、変更適用月の１か月前までにご提出ください。ただし、年度当初（４月）から変更

する場合は、原則前年度の８月末までにご提出ください。 

５ 利用要件 

延長保育時間帯に保育が必要であることを利用要件とします。 

利用する保護者は、事前に施設に申し込むこととします。 
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６ 延長保育料の考え方 

いずれの時間帯でも、延長保育料は月額 30分あたり 1,700円、10日以内利用 30分あたり

850円をガイドライン（上限）とします。 

延長保育料は、第二子は 50％減免、第三子は 100％減免(０円）、ＡＢ階層減免は 50％減免

とします。なお、きょうだい区分（第一子や第二子等）や副食費徴収免除対象者の区分（「免

除（Ａ）」「免除（Ｂ）」「免除」等）、負担区分（Ａ～Ｅ階層）については、区福祉保健センタ

ーから送付する、契約締結登録者一覧に記載がありますので、そちらをご確認ください。 

７ 延長保育料のガイドライン 

別紙のとおりです。 

８ 延長保育事業の助成制度（単価は、特別に記載の無い限り月額です。） 

市独自助成の向上支援費は、11時間までの保育に係る経費を助成するものです。延長保育

事業実施にあたり、通常の保育から切れ目のない延長保育を実施するため、ローテーション

のための保育士雇用経費や調理員雇用経費など必要な助成を行います。 

(1) 延長保育実施加算

11 時間を超えて自施設で延長保育を実施している施設・事業者に対し、ローテーション

保育士雇用費と施設管理費を助成します。 

※分園を設置している場合、本園・分園とも 11時間を超えて開所する必要があります。

※事業所内保育事業は地域枠の方の利用がある場合のみの助成とします。

ア 支給条件

□11 時間を超えて開所し、市基準配置人数に加えて、１名以上、次の者を雇用している

こと

保育所、小規模保育事業（Ａ型、Ｂ型）、

事業所内保育事業 
保育士 

認定こども園 保育教諭 

小規模保育事業（Ｃ型）、家庭的保育事業 家庭的保育者又は家庭的保育補助者 

イ 単価

【保育所・認定こども園】

平日 

開所時間 11時間超 12時間未満 212,300円 

開所時間 12時間以上 13時間未満 328,200円 

開所時間 13時間以上 14時間未満 479,900円 

開所時間 14時間以上 595,800円 

土曜 

開所時間 11時間超 12時間未満 40,410円 

開所時間 12時間以上 13時間未満 62,470円 

開所時間 13時間以上 14時間未満 91,380円 

開所時間 14時間以上 113,440円 
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【小規模保育事業、事業所内保育事業】 

平日 

開所時間 11時間超 12時間以下 212,300円 

開所時間 12時間超 328,200円 

土曜 

開所時間 11時間超 12時間以下 40,410円 

開所時間 12時間超 62,470円 

【家庭的保育事業】 

平日 

開所時間 11時間超 122,300円 

土曜 

開所時間 11時間超 23,310円 

(2) 延長保育従事職員雇用費

各児童の利用実績（15分単位）をもとに年齢区分・時間帯に応じた単価を加算します。

ア 支給条件

□延長保育の利用実績があること

□横浜市の延長保育料ガイドラインを上限に延長保育料を設定し、第三子を除き延長保

育料を徴収していること

イ 単価（延長保育１人あたり 15分につき）

・延長Ⅰ（保育時間(11時間)）×１ ※短時間認定児童のみ

・延長Ⅱ（５:00～22:00）  ×1.25 

・延長Ⅲ（22:00～24:00）     ×1.5 

・延長Ⅳ（24:00～５:00）     ×1.6 

【保育所・認定こども園】 

年齢 延長Ⅰ 延長Ⅱ 延長Ⅲ 延長Ⅳ 

０歳児 280円 350円 420円 450円 

１歳児 210円 260円 320円 340円 

２歳児 160円 200円 240円 260円 

３歳児 50円 60円 80円 90円 

４、５歳児 30円 40円 50円 60円 

【小規模保育事業（Ａ型、Ｂ型）、事業所内保育事業】 

年齢 延長Ⅰ 延長Ⅱ 

０歳児 280円 350円 

１歳児 140円 180円 

２歳児 140円 180円 
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【小規模保育事業（Ｃ型）】 

年齢 延長Ⅰ 延長Ⅱ 

０歳児 200円 250円 

１歳児 200円 250円 

２歳児 200円 250円 

 

【家庭的保育事業】 

年齢 延長Ⅰ 延長Ⅱ 

０歳児 100円 130円 

１歳児 100円 130円 

２歳児 100円 130円 

 

(3) 調理人雇用費 

間食及び夕食を自園調理している施設・事業者に対して開所時間に応じて助成します。

委託の場合も助成対象とします。 

ア 支給条件 

□自園調理（委託含む）していること 

※開所日全てにおいて、自園調理をしている必要があります。 

※延長保育を実施している時間帯に、自園で調理員を雇用し、調理を実施している、又

は調理業務委託により、自園の施設内で調理していることが必要となります。外部搬入

は対象外です。 

□平日の閉所時刻が 19時以降であること 

イ 単価 

閉所時刻 助成額 

19時以降 19時 30分まで 73,200円 

19時 30分超 97,600円 

 

(4) 延長保育障害児等受入加算 

児童が障害児等保育教育児童として決定し、かつ延長保育の利用登録をしている場合に 1

人当たりに助成します。 

障害児保育教育児童、特別支援保育教育対象児童、医療的ケア対象児童又は被虐待児保

育教育対象児童を対象とします。 

ア 支給条件 

□区福祉保健センターによる対象児童の認定 

□日割りの利用申込者は対象外で、11日以上利用申込者を対象とします。 

イ 単価 

対象児一人につき 

【保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業】 

43,900円 

【家庭的保育事業】 

13,200円 
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(5) 夜間保育所費 

夜間保育所に対して助成します。 

ア 支給条件 

□夜間保育所として以下の認可を受けた施設であること 

(ア) 開所時間が 12時間以上であること 

(イ) 開所時間が 24時間であること 

イ 単価 

(ア)  229,500円 

(イ) 1,298,400円 

 

(6) 分園加算 

平日に 12時間以上開所している分園を持つ施設に助成します。 

※本園及び分園の平日開所時間が 12時間に満たない場合、常時分園を閉所して本園にて延

長保育を実施する場合は対象外です。 

ア 支給条件 

□平日開所時間が 12時間以上 

□分園において延長保育を実施していること 

 ※本園・分園ともに対象児童の年齢・人数に応じた市基準の保育士を配置（常時２名

以上の保育士を配置することが原則ですが、朝夕等の児童が少数となる時間帯にお

ける保育士配置に係る特例を適用する場合はその限りではありません。詳細は別添

ＱＡ３３をご参照ください。）することが必要です。 

イ 単価 

616,400円 

 

(7) 延長保育ＡＢ階層減免費 

延長保育において、利用した児童の保護者から間食代や夕食代を徴収する際、副食費徴

収免除対象者のうち「免除（Ａ）」又は「免除（Ｂ）」、保育料の階層がＡ階層又はＢ階層の

場合には基準の代金の半額（10円未満の端数は切り捨て）を徴収し、その残り（10円未満

の端数は切り上げ）を助成します。 

ただし、基準となる間食代、夕食代についてはガイドラインの金額を上限とした実費と

します。 

日割りしている場合も対象です。  

ア 支給条件 

□延長保育の利用実績があり、ガイドラインを上限とした実費徴収を行っていること 

□該当児童が「免除（Ａ）」又は「免除（Ｂ）」、あるいは、Ａ階層又はＢ階層であること 

イ 単価 

利用児童一人につき 

間食代 １月利用 1,250円  

半月利用 630円  

夕食代 １月利用 3,750円  

半月利用 1,880円  
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９ 休日保育延長保育の助成制度 

  日曜日、国民の祝日及び休日（以下、「休日」という）において、公定価格の「延長保育実

施加算」の対象となる施設・事業者で、休日に 11時間以上開所している施設・事業者に対し、

休日の延長保育事業実施に当たり、必要な経費の助成を行います。 

対象は保育所、認定こども園（２号・３号）、小規模保育Ａ型及びＢ型、事業所内保育（地

域枠）です。 

 

(1) 延長保育実施加算（休日） 

ア 支給条件 

休日保育実施施設として横浜市に届出しており、休日保育において、11 時間以上開所

している施設・事業者に対し、ローテーション保育士雇用費と施設管理費を助成します。

※開所時間に応じて助成します。 

※事業所内保育事業は地域枠の方の利用がある場合のみの助成とします。 

 

イ 単価（月額、１施設あたりの単価） 

【保育所、認定こども園（２号・３号）】 

開所時間が 11時間以上 12時間未満 93,580円 

開所時間が 12時間以上 13時間未満 149,990円 

開所時間が 13時間以上 14時間未満 220,220円 

開所時間が 14時間以上 276,630円 

 

【小規模保育事業Ａ型及びＢ型、事業所内保育事業（地域枠）】 

開所時間が 11時間以上 12時間以下 93,580円 

開所時間が 12時間超 149,990円 

 

(2) 調理人雇用費（休日） 

ア 支給条件 

休日保育実施施設として横浜市に届出しており、休日の延長保育時間において、間食

及び夕食を自園調理している施設・事業者に対して開所時間に応じて助成します。調理

業務委託の場合も助成対象とします。外部搬入及び弁当持参の場合は加算対象外です。 

 

イ 単価（月額、１施設あたりの単価） 

閉所時刻が 19時以降 19時 30分まで 23,710円 

閉所時刻が 19時 30分超 31,620円 

 

(3) 延長保育障害児等受入加算（休日） 

ア 支給条件 

休日保育実施施設として横浜市に届出しており、児童が障害児等保育教育児童として

決定し、かつ休日の延長保育の利用決定をしている場合に 1人当たりに助成します。 

 

イ 単価（月額、１人あたりの単価） 

14,220円 
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(4) 延長保育ＡＢ階層減免費（休日） 

ア 支給条件 

休日の延長保育を利用した児童の保護者から間食代や夕食代を徴収する際、副食費徴

収免除対象者のうち「免除（Ａ）」又は「免除（Ｂ）」、保育料の階層がＡ階層もしくはＢ

階層の場合には基準の代金の半額（10円未満の端数は切り捨て）を徴収し、その残り（10

円未満の端数は切り上げ）を助成します。 

ただし、基準となる間食代、夕食代についてはガイドラインの金額を上限とした実費

とします。 

※延長保育の利用料については、別紙「延長保育料ガイドライン」のとおりです。 

 

イ 単価 

利用児童一人につき１回あたり 

間食代 夕食代 

60円 190円 
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(3)　ＡＢ階層減免

２号：免除(Ａ)(Ｂ)

３号：ＡＢ階層

(3)　ＡＢ階層減免

２号：免除(Ａ)(Ｂ)

３号：ＡＢ階層

10日以内利用 30分あたり850円

延長保育料ガイドライン

１　延長保育料額（月額）※月曜～土曜日

(1)　単価

基本単価（11日以上利用） 30分あたり1,700円

※計算後、10円未満の金額は切り捨てます。

※30分単位で算定します。

※延長保育の設定時間が30分に満たない場合は、30分あたり金額から按分します。

　例：延長保育の時間が15分→15分あたり月額850円

※ガイドラインの金額を上限に、各施設・事業において、日割・時間割を設定することは可
能です。

(2)　きょうだい児減免

第2子 50％減免

第3子 100％減免

※保育料と同じきょうだい区分を適用します。

２号：（副食費徴収免除対象者のうち）免除(Ａ)(Ｂ)
50％減免

３号：ＡＢ階層

※計算後、10円未満の金額は切り捨てます。

２　延長保育　間食代・夕食代（月額）※月曜～土曜日

※1人あたりの実費を上限とします。

１月利用
（11日以上利用）

10日以内利用

1,250円 620円 3,750円 1,870円

間食代 夕食代

１月利用
（11日以上利用）

10日以内利用

上記以外 2,500円 1,250円 7,500円 3,750円

※計算後、10円未満の金額は切り捨てます。

３　延長保育料額　※休日等（日曜日、国民の祝日及び休日）

(1)　単価

１日30分あたり 80円

(2)　きょうだい児減免

第2子 50％減免

第3子 100％減免

※保育料と同じきょうだい区分を適用します。

※1人あたりの実費を上限とします。

２号：（副食費徴収免除対象者のうち）免除(Ａ)(Ｂ)
50％減免

３号：ＡＢ階層

※計算後、10円未満の金額は切り捨てます。

４　延長保育　間食代・夕食代　※休日等（日曜日、国民の祝日及び休日）

間食代 夕食代

１日あたり １日あたり

60円 180円

上記以外 120円 370円
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４ 実費徴収に係る補足給付事業について【給付対象施設向け】 

「実費徴収に係る補足給付事業（以下「補足給付」という。）」は子ども・子育て支

援新制度施行に伴い平成27年度から新たに創設されました。 

施設・事業者は、日用品、文房具等の購入に要する費用等について、利用者負担（保

育料）とは別途、各施設・事業者において実費徴収を行うことが出来ます。この実費徴

収額について、低所得世帯（生活保護世帯）を対象に費用の一部を補助する事業として

実施される「地域子ども・子育て支援事業」の一つです。  

各施設において実費徴収を行う場合は、制度の趣旨をご理解の上、生活保護世帯の対

象となる方へ下記の内容を案内し、実費分の軽減を行ってください。 

施設から横浜市への請求方法の不明点については、給付担当までお問い合わせくださ

い。 

１ 事業概要 

◆ 事業の対象施設は、給付対象施設です。

◆ 補足給付の対象者は生活保護世帯です。（＝１・２号認定子どもは副食費徴収免除対

象者のうち「免除(Ａ)」、３号認定子どもは利用者の負担区分がＡ階層）

◆ 助成金額

教材費・行事費等：基準額（１人あたり月額）2,500円 まで 

◆ 施設・事業者は、実費徴収を行う際に、基準額分（補足給付額）を軽減して利用者か

ら実費徴収を行います。

◆ 施設・事業者は軽減した金額について、毎月の給付費請求の際に横浜市へ請求しま

す。

＜例＞ 

・教材費が月額1,500円なら利用者からは徴収せず、1,500円を横浜市へ請求します。（基準

額に満たないため）

・教材費・行事費合計で月額4,000円なら1,500円を利用者から徴収し、2,500円（基準額）を

横浜市へ、毎月請求します。（基準額を超える部分は本人負担）

２ 補足給付の対象となる実費徴収費用 

  補足給付は、実費徴収の対象となるもののうち、教材費・行事費等が対象です。行

事費等とは、保育・教育の提供に便宜を供するものとされています。 

  ＜補足給付の対象の一例＞ 

補足給付の対象になる 補足給付の対象にならない 

教材費、遠足費、制服など 
給食費（主食費・副食費）、アルバ

ムなど 

※ 施設・事業者の備品・消耗品は対象になりません。施設・事業者が購入した保

育・教育の提供に便宜を供するものに限ります。

※ 補足給付の対象の例は、別添ＱＡの問17を合わせてご確認ください。また、そ

の他の詳細事項についても、別添ＱＡをご確認ください。
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３ 請求方法 

  施設・事業者は対象となる各児童の「補足給付確認書」を記載していただき、保護

者に署名をもらいます。保護者から署名をもらった「補足給付確認書」及び実費徴収

の内容と金額がわかる挙証資料を毎月15日までに提出してください。 

４ 請求月について 

  横浜市への補足給付の請求は、実費徴収を行う予定（もしくは行った）日が属する

月に行います。例外については、別添ＱＡの問19をご確認ください。 

なお、市に提出いただく補足給付確認書には、保護者から署名をいただく箇所がある

ので、請求漏れがないようご留意ください。 

（例） 

・６月10日に遠足に行き、７月15日に遠足代として2,500円の実費徴収を行った場

合、７月分の実費徴収の補足給付として補足給付確認書を作成し、横浜市へ2,500円の

請求を行います。 

５ 挙証資料について 

挙証資料は、請求物品等名称・金額・実費徴収予定（実施）月が明記されているも

のを提出してください。対象保護者は補足給付分の実費徴収が軽減となり、補足給付

分の請求書は存在しないため、対象保護者以外に配布した請求書（提出時個人情報部

分は黒塗り）や園だより、重要事項説明書等、確認できるものを提出してください。 

６ ＨＰの掲載場所 

  補足給付のＨＰの掲載場所は、横浜市トップページから事業者向け情報→業種分野

別から選ぶ「子育て」→子ども・子育て支援新制度への移行案内→事業者の皆さまへ

→「請求事務について」のページはこちら→各種様式について、の順にお進みくださ

い。

  事業種別を選択すると、補足給付確認書やその記入例、ＱＡが掲載されていますの

で、ご確認いただき請求してください。 

＜ＵＲＬ＞  https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-

kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/yoshiki/R1yosiki.html 
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